
会  議  記  録  
会 議 名 称 第 １ ９ 回 杉 並 区 環 境 清 掃 審 議 会 

日 時  平成１９年３月１９日（月）午後２時００分～午後４時３３分 

場 所  区役所 中棟５階 第３委員会室 

委 員 名 

丸田会長、青山副会長、田代委員、原口委員、松原委員、岸委員、柳澤委員、

山名委員、岩島委員、奥山委員、山室委員、岡田委員、小池委員、宇都宮委

員、内藤委員、大澤委員、境原委員、奥委員 

（１８名）

出 

席 

者 

区 側 

環境清掃部長、環境課長、環境都市推進担当課長、清掃管理課長、 

ごみ減量担当課長、杉並清掃事務所長、方南支所担当課長、 

都市計画課長、建築課長、みどり公園課長 

傍 聴 者 数   ０名 

事 前 

 平成18年度「第７回杉並・わがまちクリーン大作戦」の実施結果について 

 平成18年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果 

 杉並清掃工場煙突改修工事について 

平成18年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

 廃プラスチックサーマルリサイクルモデル収集可燃ごみ焼却実証確認結果に

ついて 

 雑がみ回収について 

 一定規模以上の開発等に係る報告書（建築物の建物） 

 一定規模以上の開発等に係る報告書（緑化） 

 一般廃棄物処理基本計画に係る諮問事項の審議について 

 第１８回会議録（案） 

 

配 

付 

資 

料 

等 
当 日 

 質問と回答（「質問票」で寄せられた質問とその回答） 

 すぎなみ環境賞（冊子） 

 杉並中継所搬入ごみ組成調査報告書（冊子） 

  

  

 第１９回杉並区環境清掃審議会 

  １ 会長あいさつ 

  ２ 第１８回会議録（案）の確認 

  ３ 議 題 

    報告事項 

  （１）平成１８年度「第７回杉並・わがまちクリーン大作戦」の実施結果

     について 

  （２）平成１８年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果につい

     て 

  （３）杉並清掃工場煙突改修工事について 

  （４）平成１８年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

  （５）廃プラスチックサーマルリサイクルモデル収集可燃ごみ焼却実証確

     認結果について 

  （６）雑がみ回収について 
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会 

議 

次 

第 

  （７）一定規模以上の開発事業等の報告（建築物の建設） 

  （８）一定規模以上の開発事業等の報告（緑化） 

 諮問に関する審議事項 

  （１）杉並区一般廃棄物処理基本計画の改定について 

     杉並区の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の進め方について 

  ６その他 

  ７次回・次々回開催予定及び確認 
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会
議
の
内
容 

お
よ
び 

主
要
な
発
言 

 
（１）平成１８年度「第７回杉並・わがまちクリーン大作戦」の実施結果について 

  ・どのようなものを集めた結果で、前年度と比較するだけの根拠はあるのか 

どうか。 

（２）平成１８年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果について 

  ・測定方法について連続測定をしたほうが良いと思う 

  ・規制基準と環境基準について 

（３）杉並清掃工場煙突改修工事について 

  ・現状ではアスベストが飛散する恐れはないのに、なぜやるのか。 

（４）平成１８年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について 

  ・焼却量とごみ搬入量を比べると差があるのはなぜか。 

  ・内部でどういうガスが発生しているのかもう少し調査してほしい。 

（５）廃プラスチックサーマルリサイクルモデル収集可燃ごみ焼却実証確認結果 

について 

  ・ 今までの数値、どこの数値、今後の１９年度の数値とか入手する形で 

報告を上げた方が判断しやすいと思う。 

（６）雑がみ回収について 

  ・集団回収の雑がみの取り扱いについて、取引業者により分別基準が異なる 

のはわかりづらいので基準を決めてほしい。 

（７）一定規模以上の開発事業等の報告（建築物の建設） 

  ・建築工事や設計概要の一般説明ではなく、省エネの工夫とか、そのような 

説明をしてほしい。 

（８）一定規模以上の開発事業等の報告（緑化） 

  ・緑化計画という意味合いから言うと、現状がどうなるのか、また建築計画 

とトータルでどういうようなかかわり方があるのかという部分も、ぜひ、わか 

るように説明してほしい。 

 

諮問に関する審議事項 

杉並区一般廃棄物処理基本計画の改定について 

（１）杉並区の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の進め方について 

  ・事業系ごみが25％というのは少ないと思う。商業業務系、商業と事務所系の

業務ビル、それと公共施設、学校等、基本の数値なので、もう一度調査してほ

しい。 

・事業者への働きかけが重要で、事業者が提供する商品なりサービスなりに対

してごみを出さないように配慮されているかどうか、ウォッチする方法を考え

ていく必要があると思う。 

 

次回・次々回開催予定及び確認 

  ・次回は４月１０日（火）午後２時からです。 

  ・次々回は５月８日（火）午後２時からです。 
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 第１９回環境清掃審議会発言要旨 平成１９年３月１９日（月） 

発言者 発言要旨 

環 境 課 長  皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、本年度 後になりますけれども、第19回の杉並区環境清

掃審議会の開会をお願いしたいと思います。 

 開会に当たりまして、事務局より本日の委員の出席状況のご報告をいたしたいと

思います。事前に欠席のご連絡をいただいている方が、萩原委員、馬奈木委員、志

村委員でございます。まだみえていない方が井口委員ということです。今、山名委

員がおみえになりましたので欠席が４名ということです。22名中18名出席というこ

とで、本日の会議は過半数ということで、本日の会議は有効に成立するものでござ

います。 

 なお、傍聴の申し出はいただいてございません。 

 次に、資料の確認ですけれども、事前に幾つかお送りさせていただいておりま

す。まず、第１点目が、第18回の審議会の会議録の（案）でございます。それから

２点目が、平成18年度「第７回杉並・わがまちクリーン大作戦」の実施結果につい

て、３点目が、平成18年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果につい

て、４点目が、杉並清掃工場煙突改修工事について、５点目が、平成18年度杉並中

継所搬入ごみ組成調査について、６点目が、廃プラスチックサーマルリサイクルモ

デル収集可燃ごみ焼却実証確認結果について、７点目が、雑がみ回収について、８

点目が、一定規模以上の開発事業等の報告（建築物の建設）、それから９点目が、

同じく緑化についてということでございます。 

 それから、諮問にかかる追加資料として３点お送りさせていただいております。 

 １つ目が、一般廃棄物処理基本計画にかかる諮問事項の審議について、２点目

が、審議内容のまとめと、３番目が、環境に配慮した生活行動を実践していく社会

の実現というものでございます。 

 なお、本日席上配付させていただいてございますのが、次第、席次表、それから

質問と回答ということです。 

 それから、杉並区一般廃棄物処理基本計画調査の中間報告です。パンフレットが

１部ございます。もし足りない方がいらっしゃいましたら、挙手いただければと思

います。 

 それでは、会長よろしくお願いいたします。 

会 長  皆さんこんにちは。 
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 ご多忙のところ、また年度末で本当にいろいろおありと思いますけれども、本日

ご出席いただきましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 本日は、報告事項が８件ほどございますけれども、審議いたしまして、その後前

回審議していただきました一般廃棄物処理基本計画の改定についてということで、

継続して審議していただくことになっておりまして、盛りだくさんでございます。

時間が足りないかと思いますけれども、ご協力のほどよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 では、まず「第18回会議録（案）の確認」ということで、皆さん方に既にお送り

させていただいて、議事録について検討していただいたと思いますが、よろしゅう

ございますでしょうか。 

 ありがとうございます。では、案を取らせていただきます。 

 次に、３の議題に入りまして、報告事項、まず１点が「平成18年度「第７回杉

並・わがまちクリーン大作戦」の実施結果について」ということ。これは、環境課

長ですか、では引き続いて次の２点もそうですね。２番目が「平成18年度杉並中継

所に関する環境モニタリング調査結果について」、３番目が「杉並清掃工場煙突改

修工事について」以上３件が環境課長関連ですので、ご説明の方は一緒にお願いい

たしたいと思います。よろしくお願いします。 

環 境 課 長  まず１点目の18年度の第７回杉並・わがまちクリーン大作戦の実施結果でござい

ます。 

 日程等に記載してございますけれども、わがまちクリーン大作戦は、環境先進都

市杉並を目指した活動ということで、環博の一環として10月に実施いたしました。

今年度も、保育園児等幼児から、いきいきクラブの高齢者まで、幅広い年齢層の

方々が積極的にクリーン大作戦を展開することができました。 

 内容でございますけれども、昨年度までは実施期間が３カ月、集中実施期間を１

週間としていましたが、本年度につきましては集中実施日を設けず、環博を開催す

る10月の１カ月間を、クリーン大作戦の期間といたしました。３カ月を１カ月にし

たにもかかわらず、実施団体数、延べ参加者数は例年と変わらず、クリーン大作戦

が区民の中に定着していることが示されました。 

 ３番目に表をつけましたけれども、18年度は実施団体数が192団体、延べ参加人員

が１万1,480名、可燃ごみが11.8トン、不燃ごみが4.2トンということでございま

す。ごみ量は、若干前年度に比べてふえておりますけれども、延べ参加者数、実施

団体数についても、ほぼ昨年度と同様ということでございます。 
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 それから、一番下の活動内容のＰＲ、パネル展示ですけれども、２月４日のセシ

オン杉並で行われましたポスト環博、それから今年の６月４日から８日まで、この

区役所で、環境週間のイベントでパネル展示を計画しているところでございます。 

 これについては、以上でございます。 

 続きまして、18年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果、５月分、８

月分、11月分について報告いたします。 

 18年度の杉並中継所に関する環境モニタリング調査については、４回実施してお

りまして、そのうちの５月、８月、11月のものでございます。 

 お手元の資料の１ページ目の表１でございますけれども、ここに４回の予定と、

それから検査項目に○がつけてございます。 

 調査の内容ですけれども、調査日、それから調査地点、調査項目等については記

載のとおりでございます。 

 １枚おめくりいただきまして３ページ、下の方にページ数が書いてございます

が、３と書いてあるところをご覧いただきたいと思います。 

 まず、調査結果ですけれども、排気・大気関係から説明します。水の関係は後ほ

どご説明いたします。排気と大気というところでございます。 

 もう一枚おめくりいただきますと、４ページ、５ページでございますけれども、

そこに検査の結果を表にさせていただいてございます。ちょっとわかりづらいかと

存じますけれども、このうちの表頭のところの排気塔、それから換気塔、このあた

りの結果と規制基準というのがございますので、そういったものと比較していただ

ければと思います。 

 排気塔は、ごみを入れるホッパーというんですけれども、ホッパー部の空気を集

塵装置にかけまして、脱臭した空気でございます。それから、換気塔の方はプラッ

トホームと言いまして、車が入ったり人が作業するような、そういった部分の空気

を活性炭のフィルターを通した後の空気でございます。いずれも、規制基準と比べ

ますと、大きく下回っている結果になってございます。 

 それから、次の表３、表４でございますけれども、これも同様の結果になってご

ざいます。 

 それから次のページ、６ページが11月の結果ですけれども、これも同様の見方を

していただければと思います。 

 それから７ページ以降が排水の結果になります。 

 表６、それからその次のページに表８、それから表10というのがございますけれ
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ども、これの排水処理後というところを見ていただきますと、一番右端に下水の排

除基準というのがございますけれども、それと比較していただきますと、すべて基

準内におさまっている結果になってございます。 

 それから、一番 後の10ページ、11ページのところに、これまでの検査結果をつ

けてございます。ちょっとわかりづらいですがこういう結果になっているところで

ございます。 

 これについては以上でございます。 

 それから、続きまして３点目、杉並清掃工場の煙突改修工事についてでございま

す。 

 これは、東京23区清掃一部事務組合から情報提供がございました。杉並清掃工場

は、高井戸にある清掃工場の方でございます。 

 何をするかということが目的に記載してございますけれども、17年の10月に杉並

清掃工場の煙突を調査した結果、煙突の内側の筒のライニングの部分にアスベスト

が約1.5％含有していることが判明したということでございます。図１のところに、

下が既存の内筒と記載してございますけれども、ちょうどこのような煙突が３本入

ってございます。あの中に３本の煙突が入ってございまして、それぞれの煙突の内

側にライニングという、煙突の内側に内ばりをしているような感じになっている、

そういった部分でございます。 

 これは、高温の、それから酸性の排ガスから保護するために、不定形の耐火材、

キャスタブルと呼ばれていますけれども、そういったものが張ってあるということ

でございます。このキャスタブルにつきましては、現場で施工した後にかたくなり

ますので、現状では飛散する恐れはありませんが、一部事務組合ではより安全を期

するために、煙突の改修工事を実施するという情報提供がございました。 

 ２番目の工事の予定期間は、今年の７月から来年の２月にかけてということでご

ざいます。 

 ３番目の工事の方法等ですが、煙突の概要は先ほどご説明したとおりでございま

すけれども、３本の煙突がございまして、工事を行うのはそのうちの２本というこ

とでございます。今後は、この２本の煙突を使っていくということでございます。

高さが160メートルございます。 

 工事の方法は、ライニングの内側に、新たにステンレス製の筒を入れます。図１

に記載してございますが、新内筒と書いてあるステンレスの筒を下から入れていく

という方法でございます。これは囲い込み手法というものでございます。 
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 その他でございますけれども、工事に当たりましては、周辺の生活環境に影響を

及ぼさないように慎重に施工するとともに、環境調査ということで作業の前後です

とか作業中にアスベストの測定をしていただく予定になってございます。 

 ４番目のスケジュールでございますけれども、２月19日に清掃一部事務組合の議

会の定例会で予算が議決されてございます。それから、５月の中旬に区へ詳細な工

事内容の説明がなされる予定になってございます。それから、７月中旬に各種の手

続、届出だとか看板の掲示、近隣への説明会等を実施していただくような予定でご

ざいます。７月の下旬から工事の開始予定ということでございます。 

 参考でございますけれども、今現在の煙突、出口の排ガス、それから敷地境界の

大気中のアスベスト濃度の測定結果については、ともに不検出ということになって

ございます。 

 私からは以上でございます。 

会 長  では１つずつご審議お願いします。 

 まず、第７回杉並・わがまちクリーン大作戦の実施結果ということでございます

けれども、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。  

副 会 長  私初めてなんですけれども、この１カ月間と３カ月間ということで、ある日に実

施団体がやっているんだと思うんですけれども、集めているごみというのは、一体

どういうごみというふうに解釈すればよいですか。１月間の間に、いろいろな団体

がある不特定で、ある地区をやっているわけですね。その集めたのがこういうこと

で、例えば量的に11.8トンとか4.2トンと出てきた数字を、大体どういうものを集め

た結果だと思えばよろしいのか。前年度と比較するだけの根拠があるのかどうか、

その辺をお教えいただけますか。 

環 境 課 長  可燃ごみと不燃ごみというふうに分けてございますが、周辺の道に落ちている、

歩道上のごみということで、可燃ごみは燃えるごみですから、たばこのポイ捨て等

も含まれるというものでございます。それから、不燃ごみも当然落ちていますの

で、そういったものも集めているわけですけれども、いわゆる粗大ごみはここには

入ってございません。 

 そういった形で、トン数が記載してございますが、これについては、余り正確な

数ではないので、袋の数では把握しているので、大体１袋が５キログラムという形

で計算させていただいているものでございます。 

副 会 長  この量的な推移というのは、比較対照になるものなのか、それとも特に気にしな

くて、これはこれということで言えばいいものなんでしょうか。 
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環 境 課 長  これも、参考ということで、例えば期間も今回は３カ月としてございますので、

必ずしもそのまま単純に比較ができるものではないと考えてございますけれども、

全体的な流れといいましょうか、クリーン大作戦が始まってからどんなふうに推移

しているかということを１つの目安として、計算させていただいております。 

副 会 長  延べ人数というのと団体数、例えばこの実施団体というのは、各１回やったの

か、ある団体が１月の間に週４回やったというケースもあるのか、その辺はどうな

っているんですか。 

環 境 課 長  延べ参加人数になってございますので、実施団体数はこのままでございますけれ

ども、１団体が例えばこの１カ月の間に６回やるとか、そういうことはカウントさ

れてございません。延べ人数の方にカウントされてございます。 

会 長  ほかにございますか。 

 では、ほかにございませんようでしたら次に移らせていただきます。 

 平成18年度杉並中継所に関する環境モニタリング調査結果について、ご質問、ご

意見ございましたらお願いいたします。 

Ｔ委員どうぞ。 

Ｔ 委 員  ３ページの２の①下から３行目ぐらいなんですけれども、周辺４地点及び対照２

地点と出ておりますが、この４地点、２地点というのは、ここの場合どこを指し

て、具体的にどこであるかというのを教えていただけますでしょうか。 

環 境 課 長  この中には地図がついてないんでございますけれども、ちょっとお待ちいただけ

ますか。 

 まず周囲の４地点ということでございますけれども、杉並中継所を中心としまし

て、周辺の東西南北にちょうど200メートルの距離のところでございます。そこに、

定点観測の地点を設けてございますので、そういったところでやらせていただいて

おります。 

 それから、対照の２地点でございますけれども、これはここに記載してございま

すが、高井戸第二小学校と郷土博物館でやらせていただいてございます。 

Ｔ 委 員  はい、わかりました。ありがとうございました。 

会 長  では、ほかにございますか。 

 Ｍ委員。 

Ｍ 委 員  測定なんですが、この測定のときに測定器を持っていって、その都度測定してい

るというようなやり方なんでしょうか。 

環 境 課 長  空気を測定しましたので、キャニスターという空気を回収する容器がございます
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ので、その中に吸引するため、ある一定時間おおむね１日置いておきます。 

Ｍ 委 員 伺いましたのは、私どももＮＯ２ の測定で似たような形でやっているんですが、ご

専門の先生のお話を伺いますと、こういうものは続けてこそ意味があるということ

を指摘されるんです。それで、本当は測定器がいつも設置されるような状況なら一

番いいのだと思うんですが、それは例えば予算的にいってとっても難しいというよ

うなことなのか、今後考えていかれる可能性はあるんでしょうか。 

環 境 課 長  一応、杉並区の場合は、今、定点測定で連続測定をやっている場所が決められて

いまして、ちょっと今日お持ちしてないんですが、環境白書の中にどこで測定する

かというのが記載されております。 

 杉並区の東西南北の大体４カ所について、杉並区役所にもあるんですけれども、

それは連続測定をやってございます。 

Ｍ 委 員  せっかく連続測定をしているところがほかにもあるんでしたら、こういった中継

所なり、また今後プラスチックの扱いをするようなところに、これから設置してい

くというような計画はどうでしょうか。 

環 境 課 長  それについても、今後の検討課題かなと思ってございますけれども、今現在は定

点を決めたところでございますので、それについて追加でするかどうかについて

は、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

Ｍ 委 員  ついでなのでちょっと伺いたいんですが、かなり予算的に１つふやすと大変とい

うようなものなんでしょうか。 

環 境 課 長  連続測定をするとなると、かなり予算が、その機械を買わなくちゃいけませんの

で、かなり高額な機械になります。 

Ｍ 委 員  どれぐらいなんでしょうか。 

環 境 課 長  今、手元にはないんですけれども、数百万……、ちょっとお待ちください。 

 今、４カ所測定しているわけですけれども、委託料が2,000万ということになりま

す。 

Ｍ 委 員  ４カ所で2,000万ということですね、はい、わかりました。ありがとうございまし

た。 

会 長  ほかにお願いします。 

 Ｋ委員。 

Ｋ 委 員  すみません二、三点お願いします。 

 まず、１点目は、順番に何を言っていっていいかよくわからないんですけれど

も、１つは、ここの４ページにあります環境基準のところで、５番目までの項目に
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ついては環境基準が明示してあるわけですが、６点以降明示してございません。と

ころが実際に前回いただきました環境白書によると、６点以下も明示している項目

が相当あるわけです。内容をチェックした場合、一々引っ張り出さないと、これで

はチェックできないわけです。ということは、６点か７点実はカットされているわ

けですけれども、そういうことのないようにお願いしたいというのが１点目です。 

 それから、２点目に、この規制基準というのと環境基準の関係についてちょっと

教えていただきたいわけですが、ここで単位はミリグラムとマイクログラムという

ことで、1000分の1ということになっていますので、逆に言うならば規制の基準の０

を３つとればいいかなという読み方ができると思いますが、かなりこの環境基準に

比べて規制基準が甘いんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺につ

いてどういうふうにとらえられていくかといった問題が２点目です。 

 それから、３点目に先ほど課長がおっしゃるように、今回のものにつきまして

は、５、８、11、２月ということですが、実際この中に10月分とかがかなり入って

ますよね。その辺の説明をひとつお願いをしたいというふうに思います。 

 それから、もう一点だけつけ加えさせていただきます。 

 例えば、表２の５月分の項目というのが全部で23項目ございますが、８月になり

ますと11項目になっています。その辺の理由をちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

 以上４点お願いします。 

会 長  環境課長。 

環 境 課 長  今、４点ご質問いただきました。まず１点目でございますけれども、環境基準の

関係で４ページの表２で言いますと、環境基準の６項目以降がないんではないかと

いうことだと思いますが、実は環境基準の６以降はございませんので、環境基準が

あるものだけを記載してございます。 

Ｋ 委 員  基準参考値という形で白書に入っているんですね。白書にいわゆる基準参考値と

いう形で全部入っているんですよね。 

環 境 課 長  ちょっと確認を後ほどさせていただきたいと思います。 

Ｋ 委 員  基準の７項目入ってます。 

環 境 課 長  それから、２点目の規制基準と、それから環境基準ということでございますけれ

ども、これもそれぞれの環境確保条例なり、それから大気汚染防止法だとか、そう

いったことで基準がございまして、規制基準というのは、本来こういったものを扱

うような、一つは工場だとかいろいろな作業所だとか、そういったところから出る
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ものについては規制基準というのがございます。 

 環境基準というのは、我々一般的な、人が暮らしているような、一般の生活をし

ているようなそういった知識でございます。こうした作業所のないような一般的な

地域の基準ということで、環境基準を定めております。 

Ｋ 委 員  この規制基準の方がちょっと甘いと思うんです。 

環 境 課 長  そのとおりだと思いますけれども、一応環境基準についてこちらとしては十分こ

れでおさまるよということで確認させていただいてございます。 

 それから、10月分がなぜあるのかということですが、これはちょっとご説明しな

かったので、大変申しわけなかったんですけれども、実は１ページに戻りますと、

５月、８月、11月、２月というふうに４回やると記載しているものでございますけ

れども、この10月というのは８月分の追加調査でございます。８月にキャニスター

で委託業者が回収したんですけれども、ブランクテストも含めてもう一度やらせて

もらいたいという、委託業者の方から申し出がありましたものですから、10月につ

いてはやっていただいたというものでございます。 

Ｋ 委 員  表２と表３が同じ項目なのに、23項目と11項目に絞られている、それは別という

意味ですか。 

環 境 課 長  表２と表３、４ということになると思いますけれども、表２と表３、４という形

で比較していただければと思います。 

 それで、表２の項目が５月分で、表３と４が８月分というふうに考えていただけ

ればと思います。合体させていただければと思うんです。 

 ただ、その中で表３はダイオキシン類が入っていて、表２の方はダイオキシン類

がないかと思うんですけれども、ですから数のずれがあるんです。これについて

は、ちょっと１ページの表１のところを見ていただきますと、５月分の項目と８月

分の項目が記載してございます。５月については、ＶＯＣ16項目、その他７項目、

８月についてはそれにダイオキシン類が入ってございます。それを繰り返しやると

いう方法で、これが適正な方法なんだろうかというのはまた別としまして、平成12

年当時に、こういった形でやればいいのではないかというようなことも検討してご

ざいますので、今はこういった形で交替でやっているというものでございます。 

Ｋ 委 員  わかりました。 

会 長  Ｎ委員。 

Ｎ 委 員  ２つありまして、１つは、ここのページに出てきます下水排除基準という言葉

が、初めてということなので、ご説明いただけたらと思います。 
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 それから、３ページの上から８行目ぐらいですか、８月分として実施した調査

で、ベンゼンが周辺４地点及び云々ということですが、環境基準を超えていました

が、環境基準のある他の３項目はすべて基準値未満の濃度でしたということで、こ

こをどう読んでいいのかわからなくて。ベンゼンは、環境基準を超えていました

よ、だけど環境基準のあるほかの３項目は、基準値未満の濃度でしたからいいのか

悪いのかというところもわかりませんので教えてください。 

環 境 課 長  今、２点ご質問されましたけれども、１つは下水排除基準ということでございま

すが、これも下水に流すときにどのぐらいの基準があれば、問題がないだろうとか

そういった基準でございまして、下水道法に基づく基準でございます。 

 それから、この中ににおいの出るものがありまして、硫化水素と硫化メチルとい

うのがあるんですが、これはかなりにおいますので、悪臭防止法で基準がございま

して、その基準になってございます。 

 ベンゼンでございますけれども、これが周辺の４地点と対照２地点で環境基準を

超えていますと記載されてございますが、これは杉並中継所からは出ていないとい

うことで、一般的な大気中、中継所から200メートルずつ離れたところと、それから

全く遠くに離れているところでございますけれども、杉並区内の空気が環境基準を

超えていたということになろうと思います。 

 このベンゼンについては、東京都内の空気がどうだったのかということも一応こ

ちらでは調べさせていただいておりまして、全体的に高くなっていた日があったと

いうことのようでございます。ベンゼンについては、環境基準を当然超えてはいけ

ないわけですけれども、かなり厳しい基準になっています。少しは排ガス等の影響

も出てくるという状況でございます。 

会 長  よろしいですか。ほかにございましょうか。 

 では、ありがとうございました。 

 次に移らせていただきまして、３番目の杉並清掃工場煙突改修工事についてとい

うことで、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

 Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  確認と質問ですが、確認の方は先ほどのご説明で、煙突が３基あるうちの２基改

修して、１基は現状のままで今後使わなくなるという、２基だけで稼動すればよく

なると。今まで、３基使っていたのが２基で済むようになるという根拠というの

を、ごみの減量とか、どういう理由なのかという、その辺をちょっと教えていただ

きたいというのが１点です。 
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 それともう一点は、新しく入れるステンレス製の内筒なんですが、今ライニング

部の石綿を使っているというのは耐火という意味合いで使われているわけで、ステ

ンレスが一番内側になると、ごく単純に考えますと、ステンレスですから耐火性能

はそんなに高くないわけですね。その辺は、どういう処置をされて、アスベストで

はなく、ステンレスという表現で内側にライニングができているのかを教えていた

だきたいと思います。 

 以上２点です。 

環 境 課 長  ２点ご質問いただきました。煙突が２本の工事で済むということでございますけ

れども、実は杉並清掃工場には、燃やしている炉が３つあるそうなんです。そのう

ち、常に１つの炉を休めて２炉運転をしているということを聞いてございます。

大２炉でございます。ということで、３つの炉のうちの２個ずつを使うということ

でございます。煙突が何で２本で済むかということなんですけれども、炉は３つあ

って、煙突は２本ということになりますと、ちょっと数が合わないわけですけれど

も、これは煙道という煙が通る道を切りかえるという説明でございます。そういっ

た装置をつくるというふうに聞いてございます。ですから、煙道の切りかえをすれ

ば、２本で足りるということでございます。 

 ちなみに、ほかの工場、杉並工場以外の光が丘工場等では、煙突は２本とお伺い

してございます。 

 それと、ステンレスで大丈夫なのかということですが、私もちょっとこの辺のと

ころは確認はしていないんですが、キャスタブルを張っていた理由というのが、む

しろ温度よりも酸性の排ガスから守ることというのを聞いてございます。もとも

と、鋼製だったものがステンレスですと酸性からの保護という意味では、ステンレ

スの方は耐えられると、そういうようなことを聞いてございます。 

Ｔ 委 員  今のご説明にかかわって追加で伺いたいんですが、炉の煙道の行動とか、ルート

とか詳細は全然わかりませんが、ライニングで、ここに書いてある耐火材という意

味合いで、キャスタブルが使われているという理解はできるんですが、耐火じゃな

くて、耐酸性も多いとなると、この辺のご説明の内容と、どういうふうに整合して

いるのかなというのが、逆にちょっとわからないなというところで、もう一度その

辺を次回お聞きしたいと思います。 

環 境 課 長  耐火材というふうに記載してございますが、インターネット等でも調べてキャス

タブルというのは、耐火材というふうに記載してございますけれども、これは清掃

工場の方からは、酸性からを守るのが主目的と聞いております。両方の効果がある
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んだと思いますけれども、ここでは耐酸性を主目的に聞いてございます。 

Ｔ 委 員  とりあえず結構です。わかりました。 

会 長  では、Ｕ委員お願いします。 

Ｕ  委 員  この杉並清掃工場ですけれども、確か以前、一組の方で、23区全体の清掃工場の

施設の建てかえですとか、そういうようなもののお話があったような記憶がござい

ますけれども、その中に確か杉並の清掃工場も入っていたんではないかと思うんで

す。ここに書かれておりますように、石綿を含有しているということは確実のよう

ですけれども、現状では飛散する恐れはない、ただ、より安全を期するためという

ことですね。この点で、経費的に一体どれぐらいこの工事をするのにかかるのか、

その建てかえのときまでは待てないほどの状況なのか、その辺についておわかりで

したらちょっと伺いたいと思います。 

環 境 課 長  経費については確認させていただいてございます。２本の煙突で６億円というふ

うに聞いてございます。それで、ここはプラント更新が予定されておりまして、平

成24年がプラント更新の予定になってございます。ですからその間ということにな

ろうと思います。このままでも飛散する恐れがないのに、なぜやるのかと確かに疑

問はあるわけですけれども、例えばいろいろなものがぶつかったりだとか、はがれ

たりだとか、そういうことがあると一部出てくる可能性があるということを言われ

ていますので、その辺を勘案したものと考えてございます。 

Ｕ 委 員  わかりました。 

会 長  では、Ｋ委員。 

Ｋ 委 員  今のと若干関連するかもしれませんけれども、アスベストの問題が出ましたのが

ここの二、三年ですね。それについてちょっと問題があるかと思います。その中

で、都内にあります20カ所ぐらいの施設、ほとんどアスベストを使っていると思う

んです。そうすると、今までおやりになった清掃工場の中で、そういう実態の改修

工事をやった事例があるのかどうなのか。 

 それから、そのほかの清掃工場において、そういう計画があるのかどうなのか、

その辺についてちょっと教えていただきたいと思います。 

環 境 課 長  この間、さまざまな法律改正、それから労働衛生の基準がございますので、そう

いったものが変わってきました。これのきっかけになったのが、労基法の関係で石

綿障害予防規則というのが、平成17年７月に改正になりまして、使ってはいけない

アスベストの基準が１けた厳しくなってございます。確かに、１％以上はだめとい

うことで、ここは1.5％ございます。また、関連するような清掃工場については、す
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べて調査をしたということでございます。 

 その中で、23区の場合は光が丘の清掃工場と、こちらの杉並清掃工場の２カ所

が、それに該当するということです。ちょっと、それ以外の改修工事については確

認してございません。 

 煙突自体には、ほかの清掃工場については使っていないということでございま

す。 

Ｋ 委 員  使ってないんですか。 

環 境 課 長  他の工場の煙突はステンレス製、または鋼製となってございます。 

Ｋ 委 員  そうですか、わかりました。 

会 長  ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、ありがとうございました。 

 では、４点目が「平成18年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について」、５点目が

「廃プラスチックサーマルリサイクルモデル収集可燃ごみ焼却実証確認結果につい

て」、以上２点が、清掃管理課長関連ですので、一緒にご説明お願いいたします。 

清掃管理課長  私からは２点ご報告をさせていただきます。 

 まず１点目は、平成18年度杉並中継所搬入ごみ組成調査についてでございます。 

 あらかじめ、委員の皆様には、こちらの報告書の本文を事前に送らさせていただ

いているところでございます。本日は、概要につきまして、資料に基づいてご説明

をさせていただきます。詳細につきましては、恐れ入りますが後ほどご確認をお願

いしたいというふうに思います。 

 それでは、資料の方をご覧いただきたいと思いますが、調査の目的でございます

が、これは中継所の不燃ごみの減量に資するための資料ということで毎年行ってい

るものでございます。 

 調査期間は、18年９月から10月にかけてでございます。 

 調査対象地域は、記載のとおり４地点からの不燃ごみを調査いたしました。 

 ５番の調査結果でございますが、初めに、組成調査、全体の概要でございますけ

れども、不燃ごみの中のごみの割合では、プラスチックの割合が も多く57.2％、

次いで金属9.7％、ガラス7.6％という状況になってございます。下の方に資料をつ

けさせていただいております。これは、１トン当たりに何キログラム入っていたか

というようなことの数字でございますので、これをすぐパーセンテージに直してい

ただけると思いますのでご覧いただきたいと思います。プラスチックが571.69キロ

グラムということで、57.2％という形でご報告をさせていただいた数字でございま
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す。 

 恐れ入りますが、２ページ目を開いていただきたいと思います。 

 これは、プラスチックごみだけを調査しまして、57.2％の内訳になってございま

す。 

 容器包装プラスチックの中では、 も多いのがフィルム類ということで、お菓子

の袋であるとか、袋類が も多くなってございます。プラスチック全体ではこのよ

うな状況になっておりまして、以下ボトル、パック・カップ類というような形での

プラスチックの割合になっているところでございます。 

 次の（３）をご覧いただきたいと思います。 

 杉並区永福地区のプラスチック製容器包装の性状の変化ということで、家庭ごみ

の内容でございます。 

 この表の一番下の欄をご覧いただきたいと思います。プラスチック製容器包装の

合計というところをご覧ください。 

 平成16年度の調査開始時には484キログラムでございましたが、482、354という形

で、永福地区においては、プラスチックのごみ量がこのように減ってきているとい

うことでございまして、こちらの永福地区は18年度から、容器包装プラスチックの

資源回収を地域で行っているところでございます。 

 下に表をつけましたのでご覧いただきたいと思いますが、全体のプラスチック量

が年を追うごとに、17年、18年のところでご覧いただくと、このようなカーブをも

って減少しているというデータをとることができました。 

 それから、（４）をご覧いただきたいと思いますが、これはレジ袋の変化を地域

ごとに表したものでございまして、中野区の野方、それから練馬区の上石神井、そ

れから区内の永福、荻窪という地点から出たごみ量を、ごみの中のレジ袋の量をカ

ウントしたものでございます。 

 ちょっと、表の見方をご説明いたしますと、ごみとして排出されたもの、ごみ袋

として排出されたもの、いわゆる外袋として、ごみの排出用に使っているもの、中

身、何も使われずそのまま捨てられたというものの量なんですけれども、合計量の

ところと、それぞれの比較のところを見ていただきたいと思うんですが、野方地区

では14年からの調査ですが、このときを100％としますと、平成18年度は101％とい

うとことで、ほぼ横ばいでございますが、上石神井では14年との比較では77％とい

う形になりました。 

 永福地区では、調査が16年からでございますが、削減率といいますか、縮減率が
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52％、それから荻窪地区、こちらはプラスチックの集積所回収は行っておりません

が、区内ということで14年との比較で59％、他の区の地点から比較いたしましても

レジ袋の排出量が目に見えて減ってきているということでございまして、下の方に

表をつけさせていただいてございます。他区との違いを読み取ることができるとい

うふうに思います。 

 次ですが、廃プラスチックサーマルリサイクルモデル収集、可燃ごみの焼却実証

確認結果についてご報告させていただきます。 

 これは、東京23区清掃一部事務組合から情報提供がございましたものです。平成

18年度は、これまでもご報告はさせていただいておりますが、４区、品川区、足立

区、大田区、杉並区の４区で廃プラスチックのサーマルリサイクルのモデル実施を

しているところでございます。 

 昨年、この審議会においても、品川清掃工場での実証確認結果を報告させていた

だいているところでございますが、このたび残りの３区の工場も確認結果の報告を

受けましたので、委員の皆様にご報告をさせていただくものでございます。 

 調査方法、その他はほぼ同様でございますので、杉並清掃工場のところをご覧い

ただきたいと思います。 

 Ⅲ杉並清掃工場、杉並区収集分というのが３ページ目にあるかと思います。 

 ２番の実施清掃工場及び焼却対象ごみということで、記載のとおりでございま

す。松庵と和田地区からのモデル収集をした廃プラスチック混合可燃ごみの実証確

認でございます。 

 実施期間、実証確認の期間も記載のとおりでございまして、第三者機関の測定を

平成18年11月から12月にかけて行ったものでございます。 

 ４番の確認項目は記載のとおりでございまして、裏面の５の確認結果というとこ

ろをご覧いただきたいと存じますが、各測定項目につきまして、測定結果すべて法

規制値及び協定値を下回っている状況でございます。これは、他の工場について

も、同様の結果が現在得られているところでございます。 

 杉並清掃工場の確認結果のごみの性状調査というところの項目にご注目いただき

たいと思いますが、こちらがバンカごみの割合ということで、7.81％というふうに

記載されておりまして、実際に燃やすごみはこの程度で、２番目のモデル可燃ごみ

に占める廃プラスチックの割合はということで、8.04％という数字でご報告をさせ

ていただいているところですが、前の方に戻っていただいて大変恐縮なんですけれ

ども、初めに、足立清掃工場をご覧いただくとおわかりだと思うんですが、足立清
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掃工場でのモデル可燃ごみに占める廃プラスチックの割合は13.32％となっておりま

す。 

 それから、大田区で行いました多摩川清掃工場での結果は13.66％という形になっ

ておりまして、杉並区は8.04％ということで、他区との関係においてはプラスチッ

クの混入率が低いという数字が出ているところでございます。 

 これは、他の区ではプラスチック製の容器包装の集積所回収が実施されておりま

せんで、杉並区のみが行っている結果でございます。他区との違いがあらわれてい

るのかなというふうに評価しているところでございます。 

 なお、今回この時点での安全の実証が確認されたということでございますけれど

も、平成19年度の後期からは、杉並区でも廃プラスチックのサーマルリサイクルの

事業拡大を予定しているところでございますので、その事業拡大に合わせて、また

改めて実証確認も行う予定になってございます。 

 私の方からは以上でございます。 

会 長  わかりました。 

 では、４点目の平成18年度杉並中継所搬入ごみ組成調査について、ご質問、ご意

見がございましたらお願いいたします。 

 Ｃ委員どうぞ。 

Ｃ 委 員  私もともと廃プラスチックを燃やすのは反対なんですけれども、今日の杉並清掃

工場での搬入量について、一つは３番の実施期間のごみ搬入量が、12月の焼却量329

トン、ごみ搬入量が471トン、これは焼却量とごみ搬入量を比べて、えらく差がある

なというのがなぜなのかというのをちょっと教えていただきたい。 

 それから、もう一つはモデル可燃ごみ、モデル可燃ごみというと聞き方によって

は、非常にすばらしい可燃ごみに見えまして、さも安全に見えるので、ちょっと表

現が違うんじゃないかなという気がするんですが、そういう点で疑問を持っていま

す。 

 それから、もう一点は実証確認において、私これまでも何回か繰り返し要望もし

てきたんですが、実際に廃プラスチックを燃やすようになって、その中のガスはど

ういうガスが発生しているのかというのを繰り返しやっているんですけれども、た

だ影響ありませんというような形で出されていて、基準値より低かったですという

ふうに言われているんですね。一昨日ですか、高井戸東一丁目の皆さんとちょっと

お話ししたときに、風向きによってごみのにおいがすごくするんだよねというのが

高井戸東小学校、あそこの都営住宅に私は住んでいるんだけれどもという人がいら
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っしゃったんです。 

 そういう点では、かなり排出ガスについては注意されてやっていると、基準より

もはるかに低いということを言われるんですが、実際にはそういうにおいがするん

ですという人たちがいらっしゃるんです。そういう点では、この実証実験において

は、私は改めて内部でどういうガスが発生して、排出ガスはどういうものがあるの

か、今調査されているガスだけじゃないんだよと、ぜひもっとこれは調査してほし

いなと思うんです。 

会 長  お答えお願いします。 

清掃管理課長  まず、モデル可燃ごみという名称についてのご指摘がございましたけれども、こ

れにつきましては一部事務組合がすべての工場において、実証を行うに当たりまし

てつけた名称でございます。まだまだ定着していないんですが、モデル地区、実施

地域とそうでない地域があるところから、内部で新可燃というような言い方をして

いるところでございますが、これについては皆さんになじみのある言い方でお知ら

せできるんじゃないかなというふうに思っております。 

 それと、においが出ているというご指摘でございますが、清掃工場で私どもが聞

いている範囲では、プラットホーム、車が入っていってごみを下ろすわけですけれ

ども、その中は減圧がされておりまして、においが外には漏れない構造になってい

るということです。それから、バンカ内の臭気といいますか、空気を炉の方に持ち

込んで、燃焼室の方に回しているというようなご報告というか説明をちょうだいし

ているところでございますので、そのご指摘については工場由来のものなのかどう

か、今ご答弁できないところでございますけれども、そのようなことを受けており

ます。 

 それから、すべての焼却に伴う物質の調査をというようなご質問かと思います

が、何回かご質問をいただいていると思いますが、すべての化学物質について調査

はできないというふうにお伺いしております。ただ、清掃工場の運営を行っており

ます一部事務組合では、こういった定期的な調査、あるいは測定、日常の運転デー

タを取得する中で、そういった異常燃焼というものは把握できるものですし、ま

た、そういった諸々のものの指標となるデータをとっているので、それらについて

は全項目ということではなく、どのような現行の調査においても十分把握が可能と

いうふうに説明を受けているところでございます。 

 また、焼却量のところでございますけれども、１日の焼却量と搬入ごみ量、

それから全体のごみ量に占める割合ということでございますので、若干数字の取り
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方が違っているかと思います。すべての持ち込みごみがすべてその日のうちに焼却

されるということにはなってございません。 

Ｃ 委 員  焼却量は１日平均でしょう。それから、ごみ搬入量だって１日平均で出されてい

るわけで、１日平均の焼却量と搬入量100トンも違うというのはえらい違いだろうか

ら、私ちょっと疑問に思って聞いたところです。 

 それから、もう一つの実証確認で23区はやらないといっているけれども、23区の

杉並区も一員であるわけで、具体的に焼却所を持っているところの区が声を出さな

かったら、23区の一部事務組合はできるだけやりたくないというのがあるわけで、

そういう点だからこそ、私はこの審議会の中でもぜひ出していただきたいなという

ことで質問して要望もしてきたところなんです。 

清掃管理課長  すみません、説明が足りなかったかもしれませんが、今回の実証確認のデータを

モデル的に出てきました２地区のごみだけを焼却したわけではございませんで、通

常の焼却と同じように、ごみ質を均質にするために、バンカ内に集めたごみを攪拌

といいますか置き場所を変えまして、通常でも紙ごみばかりが車から下ろされる場

合もありますし、厨芥ごみばかりが下ろされる場合もありますので、燃焼を安定的

に行うために、ごみの均質化を行っております。 

 そういった意味では、今回モデル実証確認という中の通常と同じような方法を用

いて、調査を行っておりますので、今行われている杉並区でのモデル収集の中で

は、ほぼ今回得られた結果と同様な焼却は日々行われているものというふうに説明

を受けているところでございます。  

会 長  では、よろしそうですのでＴ委員お願いします。 

Ｔ 委 員  ごく単純な疑問なんですが、今関連しまして、廃プラのサーマルリサイクルでの

杉並工場、３の（１）の表の日平均の焼却量と搬入量、ともに日平均の11月と12月

を単純にそれぞれ見ているんですが、日平均焼却量というのは11月から12月にかけ

て減っているんです。ごみ搬入量は日平均で11月から12月にかけて100トン増えてい

るんです。搬入量がふえて焼却量が減っているというのは、これはどういうことな

のかなという単純な疑問なんです。 

清掃管理課長  ご説明させていただきます。 

 先ほど、環境課長からもお話がありましたように、杉並清掃工場は３炉を持って

いる工場でございますが、１炉は予備炉という形で、 大２炉運転という形になっ

ております。１炉の焼却能力は300トンということでございまして、常に２炉燃して

いますとごみが足りないという状況がございます。杉並清掃工場では安定的な焼却
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を行うために１炉運転を行っており、１炉運転を行いますと毎日、ごみが焼却量よ

りも多く搬入されますので、少しずつたまってまいります。ある時期になります

と、２炉の運転を開始することによって安定的に焼却運転を行っております。そう

いった意味では２炉運転を行ったり、１炉運転を行ったりということを繰り返し行

って安定的な焼却を行っておりますので、つぶさなデータは把握しておりませんけ

れども、焼却量の変化というのは出るということになってございます。 

Ｔ 委 員  そうしますと、単純にいうと、長期にわたって集計すればバランスがとれるとい

うことですね。 

清掃管理課長  そのとおりでございます。 

Ｔ 委 員  わかりました。 

会 長  Ｖ委員お願いします。 

Ｖ 委 員  質問というよりは感想に近いと思うんですけれども、今この状態でいいますと、

モデル可燃ごみの搬入率が2.7％ということですから、単純にいうと30分の１ぐらい

ですよね。ですから、まだデータとしては十分じゃない、これは今までのものと全

くかわらない程度にしか燃えてないというふうに判断した方が、特に焼却量が減っ

ていますから、データ的には、多分新しいものがまだ燃え切ってないというふうに

考えた方が適切なんじゃないかと思うんです。 

 今、課長の方から言われていたごみの組成調査、これを見ますと、バンカーごみ

について7.81％、前から言われていたのは８％ぐらいと言われていますから、これ

も全く変わってないというふうに評価した方がいいのかなと思います。特に、モデ

ル可燃ごみの占める廃プラスチックのごみが８％、多少ふえているというふうに読

めばいいのかなと思います。 

 他区との比較のお話になりましたけれども、他区が10何％という数字が出てい

る、これは燃せるから入れたというふうに人間の心情としては、当然ふえるべき数

字でふえるのかなと思っていいのかなというふうに判断してございます。当然だか

ら杉並については、プラスチックはリサイクル資源化に回そうということですか

ら、これは当たり前の数字だという成果が上がっているというふうに評価していい

んだと思うんです。 

 ですから、これはまだはっきり言って、とてもモデル燃焼と評価するのは非常に

甘いといっていいと思うんです。今までと全く変わってないという状況で、これを

報告して上げても余り意味がないかなと思います。ですから19年度の資料とか、先

ほどＣ委員が言われたように、本来だったらデータが出るような形で要求していた
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だいて、例えば今までの数値、どこの数値と、それから、今後の19年度の数値と

か、できれば入手する形で報告を上げていただいた方が判断としては適切なのかな

と思います。これでは、ちょっと判断しようがないというふうに私は考えておりま

す。 

 それと、もう一つはこれには直接関係ないんですけれども、例のサミットのレジ

袋の話、漏れ聞くところによるとマイバッグ持参率が82％に上がっているというふ

うに聞いておりますが、インセンティブを与えれば区民はそのとおり動くんだとい

うことで、ぜひそういうことも含めてプラスチックのリサイクルに回すものも、も

うちょっとインセンティブを与えられるような方法を考えられたら、とてもうまく

回っていくのかなというふうに考えております。ちょっと意見的なことで申しわけ

ありません。 

清掃管理課長  ありがとうございました。 

 ご指摘のように、搬入ごみ量が少ない中でのデータでございますが、これまでプ

ラスチックごみが不燃ごみという取り扱いをしてきた中で、10月からモデル実施を

進めさせていただいてございます。そんなこともございまして、状況の変化に合わ

せて調査を行ったということでございます。先ほども、ご報告申し上げましたが、

引き続きこれらについては調査を行いますし、また工場におきましては、定期的な

測定を行って、一部事務組合の方で報告しているところでございますので、合わせ

てそのような相談もしながら注視できればというふうに思っているところでござい

ます。 

会 長  では、Ｋ委員。 

Ｋ 委 員  今のに関連すると思いますけれども、私は今のＶ委員じゃなくてもうちょっとプ

ラス面で8.04％というのを評価したいなというふうに考えているわけです。といい

ますのは、この地域におきましては、ケミカルリサイクルを実施しているわけで

す。その成果として、ほかの地域やほかの区が13％台なのに、ここでは8.04という

ことで、わずか本当に１％ぐらいしかアップしていないということは、これはこの

ケミカルリサイクルを杉並全体にやった場合には、廃プラの混入率というのはこの

くらいで抑えられるかもしれないという、非常にうれしい期待感を私は持っている

わけです。 

 そういう面からいきまして、今回ちょっとここで１点確認させていただきたいん

ですが、今のケミカルリサイクルの実施を決定している区並びにそういうことをや

ろうという区、６区ぐらいあったかと思っているんですけれども、ちょっとその辺
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確認させていただきたいと思いますし、20年までにそれをやるという方向で検討し

ている区があれば、それをまず１点教えていただきたい、それが１点目です。 

 それから、あわせまして先ほどちょっとご説明の中で、廃プラの焼却を事業拡大

していきたいと、19年度の後半。そんな形がちらっとあるんですけれども、大体今

わずかな３％ぐらいの地域になるわけですが、どのくらい拡大を計画しておられる

のか、地域まではお聞きしませんけれども、何分の１ぐらいということがわかれば

ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

清掃管理課長  すみません、ちょっと今データの方を持ち合わせてございません。すぐ取り寄せ

てご報告をさせていただきます。 

会 長  ほかの方でご意見ございましたら。 

 Ｍ委員。 

Ｍ 委 員  今のことに関連したようになると思うんですが、中継所、搬入ごみの方の一番

後で、レジ袋のごみとして出ている率で、中野区だけが減っていないと、杉並はも

ちろんですが、練馬もレジ袋が減ってきているということなんですが、これは今の

Ｋ委員がお尋ねになったように、それぞれの区が持っているケミカルリサイクルを

していこうというような方針と関係があるものなのでしょうか。そうでないとした

ら、この結果というのは杉並区としてはどんなふうに受け取っていらっしゃるんで

しょうか。 

清掃管理課長  中野区の状況ですが、中野区では杉並区と同様にプラスチック製の容器包装の資

源回収を行っている地区でございますので、そこでの差異はないというふうに理解

をしているところでございますが、杉並区でのレジ袋の削減というような運動、長

年のこういった運動は、荻窪地区を比較していただければわかると思いますけれど

も、他区と比べて、杉並の区民の皆さんの普及率が高いというのが顕著にあらわれ

ているというふうに評価しているところでございます。 

会 長  ほかにございませんでしょうか。 

 では、先ほどのご質問に関連したお答え、また後ほどいただけるのでしたら。 

清掃管理課長  資料が届き次第すぐにお答えさせていただきます。 

会 長  よろしくお願いいたします。 

 では、先に進めさせていただきまして、６点目の「雑がみ回収について」、ごみ

減量担当課長からご説明をお願いいたします。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 お手元のＡ４判の「雑がみ回収について」というものと、それからＡ３の両面刷

りでございますが、杉並区の環境情報誌の「ごみパックン」というこの資料に基づ
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いてご報告させていただきます。 

 １枚戻りまして、まず、この経過でございますが、雑がみ回収につきましては、

昨年の２月から和田一丁目地区で、雑がみ回収モデル事業として実施しているとこ

ろでございます。この回収事業は、雑がみという新たな品目を設けるということで

はございません。雑がみについても、雑誌と一緒に束ねて出していただく、こうい

ったことを周知しまして、さらなるきめ細かなリサイクルを区民の方にやっていた

だこうということでございます。 

 雑がみの回収するものにつきましては、先ほどのごみパックンの広報紙を見てい

ただければわかりますが、紙箱や包装紙、それからコピー用紙、封筒などの種類で

ございます。 

 ２点目でございますが、モデル事業の検証と周知ということでございますけれど

も、モデル事業の状況におきますと、開始後約２、３週間は、若干食品の残渣が付

着した雑がみの排出もございました。しかし、おおむね良好に推移しまして、現在

問題なく回収されているところでございます。 

 そういったモデル事業の検証を踏まえまして、事業の同様の内容を広報すぎなみ

２月21日の特集号で発行して、また今日お配りしてあります「ごみパックン」、そ

れからポスターの掲示ということで、皆さんに周知して回収を進めているところで

ございます。 

 ３点目のその他でございますけれども、集団回収の場合でございますが、取引業

者によっては分別基準が異なりますので、品目によっては回収しないという業者も

ございますので、そのためにも集団回収の登録団体に必ず業者に分別基準を確認し

ていただきたいということでございます。そういった内容を登録団体の方に伝える

よう注意を喚起したところでございます。 

 私の方からは以上でございます。 

会 長  では、ただいまのご説明にご質問等ございましたら。 

 Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  単純なことなんですが、経過説明でモデル事業を開始しているということです

が、新たな品目を設けるのではなく、現状やっている内容のままで、ただこういう

ふうに分別をすることができるんですよと、こういうイメージが、なぜ、モデル事

業ということになっているのか。ほかのモデル事業であるならば、いつまでがモデ

ル事業で、いつから全体的に、あるいは、さらにモデル地区を広げてやるんだよと

いうふうになってくるんじゃないかなと単純に思います。というのは、現状でこう
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いうふうにやればやってもいいんだよということであるならば、モデル事業云々と

いうことではなくて、モデル的に調査をする地区がここですよ、あとは、調査はし

ないけれども、どんどん積極的にやってちょうだい、でも意味はないかなと単純に

思ったんですが、いかがでしょうか。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 そのとおりだと思うんですが、実は和田一丁目でこの雑がみをやらせていただい

ておりますが、これは各自治体もいろいろとこういった取り組みをしているところ

でございます。 

 実際に、現場の状況を見ますと、そんなに量が急激に増えるということではなか

ったわけですが、周知をした中で具体的な回収についてスムーズに進んでいました

ので、本格的に実施しようというようなことになりました。そんな経過でございま

すので、もし量が多くなり区民の方に相当多大な作業になるということであれば、

作業の実情をよく調査し、モデル事業を慎重に進めていく必要があると思います。 

Ｔ 委 員  一般的に始めるんだという意味合いですか。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 そうです。 

Ｔ 委 員  わかりました。 

会 長  では、ほかにどなたか。 

 Ｋ委員。 

Ｋ 委 員  ぜひともお願いしたいんですけれども、この４つの品目で新たに品目を追加して

くれという要請はするつもりはございませんが、新聞と雑誌と段ボールと紙バッ

グ、その雑誌というところに、雑誌・雑がみというあと２文字を追加するというわ

けにはいきませんでしょうか。 

 といいますのは、私もいろいろなところで、いろいろな消費者の方とお話をさせ

ていただく機会があるわけですけれども、その中で今雑がみどうしているというよ

うな話をしますと、雑誌というだけだとなかなか出しがたい。ここまで詳しく書い

てあると、見るわけじゃありませんので、品目でいいますと今言った４つですよ

ね。４つしかないとなると、雑がみというのは出しちゃ悪いんじゃないかなという

意識を持っておられる区民の方がかなりおられたという、半分以上の方が実はそう

なんです。昨日もちょっといろいろなところでいろいろな話をいろいろな方とお話

をさせていただいたんですけれども、もし雑誌・雑がみということであれば、非常

に出しやすいし、協力もしやすいというお話を何人もの方からいただいたものです

から、ぜひともそういう方向で検討していただけないかなというふうに思います。 
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 以上です。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 今、ご指摘ございました住民の方が出しやすい、そういう形が大事だということ

がございますので、今後十分検討させていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

会 長  ご検討のほどお願いいたします。 

 Ｃ委員どうぞ。 

Ｃ 委 員  雑がみ回収についてちょっとお伺いしたいんですが、現在集団回収が結構行われ

て広がってきています。そういう雑がみ回収じゃなくて、集団回収、新聞、それか

ら段ボール、牛乳パック、衣類だとかというのが、大体、今４種類出しているんで

す。そこに、時々今日言うところの報告が出た雑がみというのも、時々混じってく

るんです。段ボールと間違えているのかなと思いながらいるんですけれども、これ

などの扱いにおいても、集団回収の中での雑がみも一緒に回収しても、そういうと

ころに含めてもいいのかなというふうに思うんです。その辺がちょっとまだよく見

えないので、集団回収の皆さんが、これもいいんですよという認識をされるといい

ますか、そういうところへの周知も含めてちょっと説明できますか。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 ３点目のその他で書いておきましたんですが、集団回収はご存じのとおり、各業

者が団体のところに回収に行っております。それは、取引業者なんですが、その業

者の方が扱うか扱わないかというところがございますので、そこは協議していただ

きたいなと思っています。基本的には資源の分類の中に雑がみも含むということな

んですが、分別基準が異なることを、その他の３点目の方に記入させていただきま

した。それぞれ集団回収の登録業者の中でも扱わないというところがございますの

で、そういった意味で注意を喚起してくださいというふうにお知らせしたところで

ございます。 

Ｃ 委 員  今の話はわかったんですけれども、その他の中の取引業者により分別基準が異な

りますというのは、これは非常にわかりにくい表現なんです。これは、行政として

これはこうだよと、きちんとした線を引かないと、全くばらばらの形なので、一番

困るのが区民の皆さんだと思うんです。そこのところは、これからどこかで基準を

きちんと決めることをやってほしいんですがいかがでしょうか。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 その辺のところ、定期的に集団回収の皆さんとのお話し合いの場がございますの

で、相談してみたいと思います。 

Ｃ 委 員  基準を決めてほしいということなんです。 

 以上です。 
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会 長  よろしくお願いします。 

 では、Ｑ委員どうぞ。 

Ｑ 委 員  今、このことを申し上げるのは適切かどうかちょっとわからないんですけれど

も、和田一丁目に住んでおりまして、先ほどにちょっと戻ってしまうんですが、プ

ラスチックの回収とか、雑がみの回収なども今されていて、ごみではなく資源とし

て見ていくという方向がすごく進んでいてありがたいなと思っています。それで、

プラスチックのごみというのは割合を見てもとても多いんですけれども、これを資

源として見ていくと、家庭のごみもかなり減らせているという現状なので、これは

ぜひ進めていただきたいんですが、子供を持つ親としましても、どのようにこの資

源が回収された後利用されていくのかとか、雑がみもどんなふうに回収されて、回

収された後にどのようなものとして使われていくのかということをもう少し説明し

ていったらわかりやすいのかなというのと、あと回収するに当たって、１軒１軒区

の方が説明には回ってくださったんですけれども、その後のフォローというのが余

りなくて、やっていくうちにこのごみはどう処分したらいいのかなというような迷

うところもあるので、その辺のアフターフォローというか、そういう説明ももう一

回していただけるとありがたいかなというところです。 

 なので、いろいろ燃やすとサーマルリサイクルとはいっても燃やさない方がいい

ということであれば、どのように出すかということを徹底してご説明いただきたい

と思います。 

ご み 減 量 

担 当 課 長 

 全般的なお話ですが、今ご指摘のように、区民の方に入り口から出口、どういっ

た作業をされるかということを、もうちょっとわかりやすく説明することが大事だ

と思いますので、機会をとらえてわかりやすい指導を徹底していきたいなと思いま

す。さらに情報、公開などの際にもそういった内容について説明できるようにして

いきたいと思います。 

清掃管理課長  プラスチックの行き先というか、そのようなところのお尋ねかと思います。 確

かに、資源として回収するメニューを区の方では用意をしたわけですけれども、区

民の方のご協力があってこそのリサイクルでございますので、分別についてなかな

か難しいというようなお話も聞きますし、現場の実態としても、まだ可燃ごみ、あ

るいは不燃ごみの中に資源物が入っているという状況もございますので、区の広報

を利用して特集号を組んで説明をさせていただいております。20年の本格実施、あ

るいは19年拡大に向けて、地域に入りまして、きめ細かく広報、ＰＲをさせていた

だきたいというふうに思っております。区民の皆さんのご協力が得られるような工
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夫をしてまいりたいというふうに思っております。 

会 長  ほかにございますか。よろしいですか。 

 では、先ほどの件について課長お願いいたします。 

清掃管理課長  すみません、お答えが遅くなりまして申しわけございません。 

 １点目は、サーマルリサイクルについて、杉並区以外でいくつの区が実施予定か

というお尋ねがございましたが、私どもで把握している現在では、杉並区のほか６

区が予定をしてございます。 

Ｋ 委 員  具体的に区を教えてくれませんか。新聞発表なんかもありましたよね。 

清掃管理課

長 

 私の方で、確かに聞いているのは中野であるとか、新宿であるとか、いくつかの

区ではあったと思います。それでは申し上げます。中野区、新宿区、千代田区、江

戸川区、豊島区、港区、そして杉並区でございます。 

 それから、もう一点ございまして、サーマルリサイクル19年の拡大はどの程度な

のかということのお尋ねがございました。現在、約9,700世帯で実施をしているとこ

ろでございますが、19年度の後期、10月からは４万2,000世帯に拡大をする予定でご

ざいます。これが実施された場合の実施率は14％程度というふうに見込んでいるも

のでございます。 

 お答えが遅くなりまして申しわけございませんでした。 

会 長  ありがとうございました。 

 では、６点目まで終わりまして７点目、一定規模以上の開発事業等の報告（建築

物の建設）、建築課長よろしくお願いします。 

建 築 課 長  まず、一定規模以上の開発事業等の報告ということで建築物の建設でございま

す。 

 工事の名称につきましては、記載のとおりでございますが、この学校につきまし

ては、平成16年３月に都立永福高校が閉校になった後を使いまして、一部改修をし

て今回増築をするということでございます。 

 一部改修については永福高校の教室部分を使うところが、知的障害教育部門、そ

れから増築になる部分が肢体症不自由児教育部門となります。それから、一番目の

敷地の住居表示という表現、これはちょっと訂正をしていただきたいと思います。

敷地の地名、地番でございます。失礼いたしました。 

 地域・地区でございますが、第一種低層住居専用地域等記載のとおりでございま

す。敷地面積についても記載のとおりでございます。用途につきましては、養護学

校ということでございます。構造・規模ですが、鉄筋コンクリート造、地上４階建
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てでございます。建築面積、今回増築になりますので記載のとおりでございます。

それから、延べ面積でございます。 

 それから、建物の規模が１万平方メートルを超えておりますので、今回この辺の

確認、許可等はすべて東京都が行っております。 

 それから、高さについては19.85メートルでございます。これは第一種低層住居専

用地域でございますので、実際に10メートルが法的な都市計画の決まりになってい

る地域でございますが、これは東京都の方で、学校等その他の建築であって、その

用途上やむを得ないということで許可をしておりまして、19.85メートルのものがで

きるということでございます。それから、増築の工期予定ですが、19年の10月から

20年度までで終わるということでございます。建築主は東京都知事でございます。

それから、経過につきましては、記載のとおり  今年の２月28日に建築確認済み

書が交付されてございます。 

 それでは、めくっていただきまして、上の方に１番、２番とありますので、それ

を見ていただきまして、２番目は概要でございますので、次の３番を見ていただき

たいと思います。 

 これが先ほどご説明したように、永福養護学校の配置図と案内図でございまし

て、左側の方に斜線になっているところが、今回増築をする部分でございます。右

の方が既存の建物を改修して、これは先ほどご説明したように、永福高校だったと

ころを改築しているところでございまして、そちらの部分が４階建てでございま

す。今回、左側の方が増築部分、これが斜線になっておりますが、この部分が３階

建てでございまして、南の方にちょっとわかりづらいんですが、一番端に体育館が

ありまして、プールがございます。 

 それから、その次の４番ですが、１階の平面図でございます。左側の方の一番下

の方にこれも先ほどご説明したように、アリーナーということで体育館がございま

す。こういう形で、今北側と南側というような形で分かれたところを統一するとい

うものでございます。 

 それから、次の５番ですが、これが２階の平面図でございます。２階について

は、こういう形で教室があるものです。 

 それから、次の６番のところですが、南の方に、これは３階の平面図ですが、３

階部分のところにプールがございます。これは、新しく増築する方にプールがござ

います。北側の方が教室ということでございます。 

 それから、次の７番ですが、これは立面図です。学校ですが、こういう形の立面
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図です。見た目はこういうような教室がございます。 

 それから、８番は横方向、道を通って歩いた状況で、建物がこのような形になり

ます。 

 それから、 後９ページ、これは断面図でございまして、上の方が教室、校舎棟

の断面、真ん中のところにプールと体育館、左側の３階の部分にプールがあるとい

うことで、こういうような形で体育館があるということです。 

 それから、下の一番左側の方で、増築のスロープですべて上に上がってくるよう

な構造の部分があります。 

 私からは以上です。 

会 長  では、ご質問等ございましたら、Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  建築の工事、設計の概要のご説明、概要の概要のご説明だったわけですけれど

も、この審議会に何を、この前もたしか似たような質問させていただいたんです

が、何を審議せよと、こういうことなのかなと思うんです。今の一般的な設計資本

の概要の概要のまた概要ぐらいのご説明をいただいただけでは、何ともはや、だか

ら何なのとしか言いようがないと思うんです。何を言いたいかと申しますと、この

建物で当審議会に対して、こんなところが売り物になるから、これはどうかねとい

うような観点になりますと、それでいいなとか。例えば、具体的に環境清掃審議会

ですから、こういうような省エネの設計上の工夫があるよとか、なんかそういうの

がほしいんです。そうしないと、この今の一般的な説明だけでは審議のしようがな

い、質問のしようもないというようなことになりますので、その点はぜひお願いし

たいと思います。 

 それと、ついでですが、前々回に会長の方からもたしか提案、文言は忘れました

が、評価をするというような方法が他区でもあるんだよというようなご紹介があっ

たと記憶しています。こういうようなことをやっている、これは平たく言うとどの

ぐらいのよさ加減というか、できるのかなといったようなことですね、当区として

はとか、区じゃなくてもいいですが、というようなことまで踏まえて、ぜひその辺

を考えられるような格好でお願いをしたいと思うんですけれども。 

 以上です。 

建 築 課 長  確かにご指摘のとおりでございます。ただ、なかなか特にこの辺を売りというと

ころは、学校ですから。一つは情報提供ということがあります。それから、今回こ

ういうような学校をつくる、こういう建物があるということの中で、それ以外に緑

化の話とか、それにつなげる話もございますので、これから次に説明があると思い
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ますから、そういう中で一緒に報告をさせていただくということで考えていたわけ

でございます。 

Ｔ 委 員  その後で伺いたいと思います。 

みどり公園課長 ただいま建築課長の報告の次に、私の方からこの建築物に伴う緑化計画の報告を

いたすことになっております。もしよろしければ、初めにそちらをあわせてご報告

させていただければと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

会 長  では、８番目の一定規模以上の開発事業等の報告（緑化）でございますけれど

も、ご説明お願いします。 

みどり公園

課 長 

 これは、前回もご報告があったかと思いますけれども、敷地面積3,000平米を超え

る緑化計画についてご報告させていただいております。また、その中でも１万平米

を超えるものについては建築計画を合わせて報告ということになっているものでご

ざいます。今回、１万平方メートルを超えてございますので、建築計画と、それか

ら緑化計画合わせてご報告させていただくことになってございます。 

 私の方から緑化についてご報告いたします。 

 資料を別につくってございますけれども、件名については同じでございます。 

 緑化の方、申しわけございません、件名、仮称が入ってございますけれども、建

築の工事名称のとおり都立永福学園養護学校増築工事でございます。 

 資料１ページ目の表の中ほどをご覧いただきたいと思います。 

 私どもが緑化指導している中の基準の緑地面積を算定いたしますと4,616.78平方

メートルという数字になりますけれども、この計画の緑地面積は6,076.14平方メー

トル、既存の緑地面積だけでも、4,909.24平方メートルということで基準緑地面積

を上回る計画となっているところでございます。 

 その下にあります基準接道部緑化延長というのが265.1メートル、これに対しまし

て計画の接道部緑化延長が322.77メートルでございまして、基準を満たしていると

いうような計画でございます。 

 計画されている樹木でございますけれども、その下の欄の中にまた表で書いてご

ざいます。高木、中木、低木、既存、新植、それぞれ記載のとおりでございまし

て、既存樹木の保全に努めた計画となっているところが特徴でございます。 

 資料の２ページ目には、案内図とこれは配置図でございます。 

３ページ目に、計画の概要、敷地の概要、緑化計画について記載いたしました資

料をつけてございます。 

４ページ目には、緑化計画図をつけてございます。主に緑で塗ったところが緑化
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される部分ということでございます。 

 後の５ページ目については、計画樹木のリストを添付してございます。参考に

ご覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

会 長  では、Ｋ委員、先ほどから手を挙げていらっしゃるのでどうぞ。 

Ｋ 委 員  すみません、今の建築と緑化の共通として１点、これは正しいのかなと思いなが

ら質問をさせていただくわけですが、建物関係について言いますと、建ぺい率４割

になってますよね。緑地の関係は建ぺい率５割になってますね。建築基準法でこう

いうことがあり得るわけですか。まず、それについてお答えいただきたいと思いま

す。 

建 築 課 長  まず、ここの用途地域につきましては４割地域でございます。ただし、道路と道

路の角ということで、建ぺい率については１割プラスができるということで５割と

いうような扱いになるということでございます。 

Ｋ 委 員  すみません、そういう特殊なケースはわからないわけですけれども、書き方とし

てもうちょっと理解できるように、同じ敷地内であれば、当然４割なら４割で、特

殊ケースとしてまたプラス１割なら１割という書き方をなさるのが筋じゃないんで

すか。これだったらその地域ごとの特質というものは、私たちわからないですよ。 

みどり公園

課 長 

 失礼いたしました。今、ご指摘のとおり、これからはもう少しわかりやすく、誤

解のないように記載したいというふうに思います。 

Ｋ 委 員  ということは、緑地について言うなら、緑地だけ１割アップだと、こういうこと

なんですか。建物関係については、非常にシビアに４割という形で押さえてますよ

ね。緑地については、建ぺい率をさらに５割にしちゃうんですか。 

建 築 課 長  説明申し上げます。都市計画上は４割地域でございまして、それの扱いの中で、

これは法律上決まっていますが、角地という扱いなので５割という扱いが、５割で

も違法ではないということです。 

Ｖ 委 員  ５割じゃなくて10％アップという表現がいいんじゃないんですか。 

建 築 課 長  角地につきましては、建ぺい率の規制としては４割地域でございまして、その辺

が角地だということであれば、その分がプラス10％できるということで５割でも建

てられるということです。 

Ｋ 委 員  建てられるというぎりぎりのあれで、プラスアルファがあるという解釈でよろし

いわけですか。 

建 築 課 長  そのとおりです。 
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Ｋ 委 員  それからもう一点、これはまだ学校としては稼動してないわけですね。計画概況

をちょっと教えていただきたいんです。と言いますのは、この学校というのがある

のかなって電話帳を見ても07年の電話帳にも載ってないんです。ということは、一

体いつごろから稼動する、稼動という言い方悪いですけれども、開校するのか、そ

の辺も全然わからないんです。だから、旧永福高校ですか、というのは今のお話で

わかりましたけれども、するとまだ、その辺が学校の計画自体がちょっと全然わか

らないものですから教えていただきたいなというふうに思います。 

建 築 課 長  東京都からお話を聞いているところでは、21年の４月に全面開校ということで

す。工期的には、21年３月までありますので、そういうふうに思っております。 

Ｋ 委 員  生徒数とか年齢とかそんなものはどうなんですか。 

建 築 課 長  すべてわかりませんが、今聞いている限りでは、まず知的障害の方につきまして

は高等部だけということを聞いております。それから肢体不自由の方は、小学部、

中学部、高等部、３つあるということです。 

Ｋ 委 員  正確な人数は。 

建 築 課 長  人数につきましては聞いておりません。 

Ｋ 委 員  わかりました。 

会 長  人数以外については、緑化の方の３ページのところの一番 初に計画概要という

のがございまして、ここに若干平成19年４月とか、平成21年４月ということでメモ

的に書かれてますね。 

 Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  先ほどの続きになるんですが、緑化の方でも同じことなんですけれども、緑化計

画の中に、現状がうっそうと茂っているよという。それから、それは景観上からも

安全上からも再整備が必要だという認識なんだということで、したがって移植はす

るよ、屋上緑化をするよというようなことは書いてあるんです。要は仕様は書いて

あるんです。でも、だから現状がどうなるの、どのくらいよくなるんだよ、現状維

持なんだよとか、この辺悪くなるよとかいったようなところが、実は本当は知りた

いところというところですよね、緑化計画という意味合いから言うと。というよう

なところなんです。 

 ついでに、先ほどの建築計画の方も今様で言えば外壁緑化をやるんだとか、外壁

緑化は緑化の方の範疇で、今回取り扱うんだよとか、いろいろ出てくるはずなんで

す。というようなところで、この計画、トータルでどういうようなかかわり方があ

るのかなという部分も、ぜひわかるような取りまとめ方を今後ぜひお願いしてでき
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ないかなというふうに思うんですけれども。 

みどり公園

課 長 

 確かに、ご指摘のとおり現況との比較が、なかなかこれではちょっと読み取れな

いところもございますので、今後現況との比較をできるような、また今回必要でし

たら、この現状をお示しできるような資料を次回までにご用意させてもらいたいと

いうふうに思っています。 

 それから、この計画で言いますと、屋上緑化も考えているというようなことがご

ざいます。ただ、委員ご指摘のとおり、確かにその辺のところコンパクトにもっと

わかりやすく、どういった環境に配慮するというか、そういった点をわかりやす

く、また資料のつくり方も今後検討したいというふうに思っております。 

Ｔ 委 員  よろしくお願いします。 

会 長  ほかにございますか。 

 都の方は、校庭の緑地化というのを、例えば小・中学校で全部やるとかというこ

とを言ってますよね。個々の場合はどうなんですか。 

みどり公園

課 長 

 今回、この計画では校庭の緑地化というのは考えてはございません。ただ、今申

しましたように、屋上の緑化は考えてございます。 

会 長  屋上のことは書いてあるんですけれどもね。そうですか。 

 場合によったら、杉並は自腹でやったりとかいろいろやってますよね、校庭の緑

地化。だから、そういった要請を行うとかということも必要ではないかというふう

に思うんです。いかがですか。 

みどり公園

課 長 

 学校の計画でございますので、私からすべてお答えすることはできませんけれど

も、確かに会長がおっしゃるところもございますので、また学校関係の方と連携し

て伝えてまいりたいというふうに思います。 

会 長  先ほど、建築課長からお話がありましたように、第一種低層住居専用地域で、一

番厳しいところの場合ですよね、建ぺい率が40％とか容積80とか。普通の家だった

ら２階建てしか建てられない。そこにでんと４階建てが出てくると、電灯のよう

に。それだったらかなりの、ヒートアイランド現象とかいろいろ言っているのに反

することが出てくるので、いろいろな緑化の工夫だとかということが努力的に認め

られた方がよろしいというふうに思うわけです。 

Ｕ 委 員  ちょっと、私も以前にも何回かお聞きしたことがあるような気がするんですけれ

ども、この緑化調整基準というのは、これは杉並の緑の計画に基づく基準でしょう

か。それとも、都の基準になるんでしょうか。 

みどり公園  これは、杉並区の基準でございます。 
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課 長 

Ｕ 委 員  はい、わかりました。 

 それで、地域によって違うので区の基準だったような気もいたしました。ありが

とうございました。これはたまたま公的な施設ですので、多分植えていただいた木

についての保全とか管理はきちっとしてくださると思うんですけれども、それ以外

の民間の大規模の施設の建設に伴う植樹というのは、当初の植樹は十分にきちっと

できますけれども、その後のメンテナンス、どれほどきちっとそれが当初の目的が

達成、持続しているかというのは、場合によっては枯れたままになっているとか、

本数が減っているとかというふうなことがあるというふうに思いますので、その辺

もいろいろな場所で、ぜひ緑の大切さを訴えると同時に、広報とか啓発とか、そう

いうものを引き続きみどり公園課でやっていただきたいというふうに思います。 

みどり公園

課 長 

 ただいま確かに貴重なご意見ありがとうございます。大規模な開発に伴って、例

えば緑地協定を結ぶですとか、その他の協定で緑を担保するというようなことを考

えている面もございますので、今後さらに進めていきたいというふうに思っており

ます。 

会 長  Ｃ委員。 

Ｃ 委 員  まず、この学校現地私まだ見てないんです、外から見てわからないんだけれど

も。１つは、先ほど質問にありましたけれども、木がうっそうと茂っているという

のは、大体この地図のところの３番の部分なんですか。 

みどり公園

課 長 

 敷地の周辺を木が、かなり育った木がありますので、そういった意味で枝が張っ

ているといいますか、１本１本の木が大きい木がございます。そういったことで、

うっそうと茂っているイメージがございます。 

Ｃ 委 員  うっそうということは、大きな木が並んでいるというイメージでいいわけです

か。 

 一種低層住宅地で杉並で住宅地がどんどんなくなっている、畑地がなくなってき

ているという中から、そういう緑のある場所をどうやって保存するのかというのが

今大きな問題になっているわけです。そういう中で、この学校とはいえ必要な施設

かどうかわからないんですけれども、将来的な絡みはまた福祉の関係でどうなる

か、私は見えないんですけれども、いずれにしても敷地の大きな建物はかなりの建

物、真ん中にどんとできるわけです、今までなかったところに。そうすると、本当

に今杉並の緑地、保全しよう、守っていくよ、広げていくよという中で、全く逆行

する動きになっているんじゃないかなと。しかも、公的な機関がそれを進めている
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ということがどうしても納得できないんです。これが一つあります。 

 それから、屋上緑化ですか、これもほんの何平方メートル程度かわかりませんけ

れども、ちょこちょこっと気持ちだけ両方屋上緑化もしますよ、これだけ大きな敷

地の中に建物をつくりながら、緑地はこれだけふやしますというのは、ちょっと環

境的にも、杉並の緑化計画からもちょっとそぐわないんじゃなかろうかと思うんで

すが、またそういう点では東京都の方にも、これは杉並にとても大事な地域だか

ら、もっと緑化を図れということを、ぜひ申し入れていただきたいと思うんです。 

みどり公園

課 長 

 これは、もともとは永福高校があった土地でございます。今、おっしゃったとお

り確かに増築でございますけれども、学校は校舎と、それから一般的には校庭とい

うことで、緑化のできる部分といいますか、そういう施設がある程度制限があるの

は事実でございます。ただ、ここの増築部分については、既存の高校の校庭部分に

増築し、一方で、既存の樹木は今申しましたように、育った、それから枝張りの大

きいものは、極力保存する形でおりますので、上から見まして緑地の面積といいま

すか、それは可能な限り広くとるように、そういった計画でなってございます。 

 それから、屋上緑化確かに十分ではないかもしれませんけれども、可能な限り、

こういった緑化もあわせて進めていくというふうに、計画をつくる段階では指導し

ているというようなところです。 

Ｃ 委 員  大体、神田川のほとりに４階建てがくるのは環境的にそぐわないです。 

会 長  Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  現状は私の日々のウォーキングコースになっているので、状況の移り変わりも知

っているんですけれども、それで随分とうっそうというよりも、ぐちゃぐちゃにな

っているなと、こういう学校があるのにと思っていたわけです。学校が休みという

かなくなったので、手入れが悪くなったからなんだろうと思いつつ、そのうちお知

らせ看板が出て云々というようなことで、そのうちに随分とさっぱりしちゃったな

と。里山の下草刈りにしちゃ随分とみごとに切ったなと、あるいは移植かもしれま

せんが、というようなのが実態なんです。 

 大きい木は確かにおっしゃるように撤去されていないというのが実態なんです

が、その辺が私はたまたまウォーキングコースですから知っているわけですが、現

状こうでこういうふうに変わることによってこれだけよくなるんだよ、こういうと

ころがいいんだよ、デメリットはこういうところ、悪くなるところはこういうとこ

ろだよというのが、明確になっているからすごくよくわかるんですが、安心もでき

るんです。 
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 毎日というか、週に何回か歩きながらそれだけの不安を感じるわけなので、これ

だけのものを見せられると、一体どうなるのかなと、皆目見当がつかないなと。ひ

たすら悪くなるんじゃないかなと、こういう思います。 

 その辺で、私が先ほど申し上げたのは、是非こういうような工夫があって、こう

よくなるんだよと考えているというようなところを出していただけると、またさら

なる提案もできるんじゃないかなと、こういうふうに思うんですが。そういうこと

で先ほどその辺を整理して出そうというお話でございますので、よろしくお願いし

ます。 

会 長  では、時間の関係もございますので、ここで打ち切りたいと思いますけれども、

いろいろご意見をいただきました。今まで、余り建築物の建設というので、一定規

模以上のもの出てきませんでしたけれども、今回出てきまして、その辺のことにつ

いても、いろいろＴ委員からも助言がございましたし、今後いろいろこの建築物が

周辺環境に与える影響とか、いろいろ含めてご説明と期待するわけで、よろしくお

願いしたいと思います。 

 では、 後に諮問に関する審議事項ということで、４時までには３分ぐらいしか

ございませんけれども、ちょっと皆様方にご迷惑は申しませんけれども、 高30分

延長ということで、ご審議をお願いできたらと思います。予定等組まれている方が

いらっしゃったら、随時退席されたらというふうに思います。よろしくご理解のほ

どお願いしたいと思います。 

 では、事務局からご説明お願いします。 

清掃管理課

長 

 長時間にわたりまして大変申しわけございません。資料に基づいて説明をさせて

いただきます。 

 本日は、事前にお配りしたＡ３判の縦の１枚の資料を中心にご説明させていただ

きたいと思います。あわせて、委員の皆様には、審議内容のまとめという形で資料

を事前にお送りさせていただいておりますが、それに基づいて事務局が作成したた

たき台がＡ３判の１枚資料になってございます。 

 内容でございますが、１月16日、２月14日の、審議会での意見をもとに事務局案

のたたき台として作成をさせていただいたものでございます。ご確認をいただき、

本日はこの資料を議論のスタートとしていただければというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 内容でございますが、杉並区の現在の計画においても、将来像を、環境に配慮し

た生活を実践していく社会を目指すということで、事業を進めているところでござ
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います。これに向かってごみの減量やリサイクルを推進しているところでございま

して、こうした基本スタイルは新しい計画においても継続され、循環型社会を築い

ていくためには、３Ｒ、発生抑制、再使用、再生利用が重要であると、こうした認

識のもと委員の皆様からたくさんのご意見を頂戴したというふうに認識をしている

ところでございます。 

 杉並区の進むべき方向性といたしましては、不燃中継所を不要なものにできたと

しても、不燃ごみは残るのであるから、他区にその処理を依存することになる、こ

ういったものをもう一歩進めて、ごみを限りなくゼロにしていくことが大切である

というようなご意見を頂戴したというふうに認識しております。 

 具体的な対応策としては、不燃ごみ、可燃ごみの中で、組成に注目をされて、リ

サイクルされてない金属であるとか、ガラス類の資源化や生ごみのバイオマスと

か、草木のリサイクルなど幾つかのご提案をいただいたところでございました。 

 事業系のごみの減量への取り組みであるとか、区民の皆さんへの情報発信、ある

いは家庭ごみの有料化とか、個別収集のごみ減量を促進する手段になるだろうとい

うようなご意見をちょうだいしたところだと思います。 

 そこで、こちらの方の資料をご覧いただきたいと思うんですが、下の方から順次

上の方に上がってまいりますが、平成24年度までに、杉並中継所を不要なものとし

ていくというような計画のもと事業が進められております。 

 表をつくってみました。杉並区のごみの特徴なんですけれども、可燃ごみ、不燃

ごみの割合で申しますと、可燃ごみが80％、不燃ごみが20％程度の割合になってい

ます。それから、事業系と家庭系のごみの量についても議論がありましたけれど

も、およそ75％が家庭系のごみ、事業系のごみが25％という数字を把握しているも

のでございます。 

 他区のデータでは、この辺のところが違っておりまして、千代田区では９７、

８％が事業系のごみで、残りの２％程度が家庭系のごみというような数字もござい

まして、地域によって相当そういったごみ質が違っているんだなということがわか

ります。 

 杉並区の75％が家庭系のごみということでございまして、事業系のごみは決して

小さい数値ではございませんけれども、杉並区でのごみの中心課題は家庭系のごみ

なんだということがおわかりいただけるんではないかなというふうに思います。 

 少し上の方に進んでいただきますと、不燃ごみの中からはプラスチック類は可燃

ごみ、あるいはリサイクルへ回します、残るところの不燃物は金属、ガラス、陶器
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類になります。こういったものについては、かえって比率がふえることによって、

リサイクルがしやすくなるんじゃないかというような委員のご意見もいただいたと

ころでした。 

 それから、可燃ごみの方も紙類、厨芥類、それから草木というような割合が可燃

ごみに占める割合が非常に大きいという中では、これらに手を打つことが有効なん

だなというような委員のご意見を頂戴しました。それを支えるのが有料化であった

り、戸別収集、あるいは意識啓発ということであろうというようなことで、私共で

はまとめさせていただいたところでございます。 

 そういった中から、杉並中継所を不要なものにするという計画を一歩進めた

目標としましては、杉並区はごみを限りなくゼロにしていく社会を目指していこう

というのが、前回までの当審議会での皆様のご意見ということで、事務局としてま

とめさせていただいたところでございます。 

 私からは以上でございます。 

会 長  わかりました。 

 前回、杉並区の３Ｒの進め方についてということで、ご意見をいただいたわけで

ございますけれども、もう一回同じテーマでご意見を頂戴したいということで、今

までの皆さん方のご意見を含めて、図としてまとめまして、そのほか配付された資

料として審議内容のまとめというので、１ページ目から５ページまでございます

か、これまでの審議内容のまとめ（たたき台）ということで提示されておりまし

た。ざっと皆さん方のご意見を中心に書かれて、 後におわりにまでも書いてあっ

て、えらい簡潔したものになっているわけですが、まだまだこれからいただいてこ

れを補完していくと。特に、４月では収集サービスの向上と費用負担のあり方につ

いて、例えば家庭ごみの有料化の問題とか、いろいろこれを含む討議のプロセスと

いうのは、まだまだ残されているわけなんですが、一応ご意見をいただいたという

ことで、ここに有料化についてということも書いてございます。 

 こういったこともご参考になりながら、時間ございませんけれども、ご意見をい

ただけたらと思います。 

 Ｔ委員。 

Ｔ 委 員  これ、ざっと始まる前に斜めに読んだんですが、３ページの（２）で事業者の働

きかけで、３Ｒを推進する上で発生抑制が も重要かつ優先すべき事項である、こ

こまではいいですが、特に事業者による発生抑制の取り組みはかぎとなる。事業者

への働きかけという意味合いであれば、この文言はいいんですが、一番 後のシー
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トで、我が区のごみのあんばいは、家庭系ごみが75％だよとありますから、全部取

りまとめて一番肝心なのは、発生抑制の取り組みのかぎは家庭系のごみの減量の発

生抑制になると思うんです。 

 その辺全部が全部見ながら整合性がとれているかどうか、メリットには触れませ

んけれども、その辺をもう一回チェックをしていただいて、家庭系ごみをどうやっ

てなくすかなというのが、これを見ると非常に重要なところというふうに改めて思

いました。 

 事業系の発生抑制というのも、これはまた非常に重要な部分、かぎになる、啓発

の意味からいっても、そこをときほぐしていかないと、家庭系のごみの減量には難

しい部分につながるというようなことなので、この辺は非常に重要だと思うんです

けれども、そういう関係から家庭系ごみの重要性というのをもうちょっと強く今後

取り組みに出していく必要があるだろうなと思います。 

 そういう意味で、家庭系ごみで排出したときという意味合いから各戸で収集する

等々については、私もこれはそういう方向がいいというふうに認識しております。 

 まとめの（４）で、区民、事業者、区が場を設定し云々と書いてありますが、私

はこの場には啓発の機会というのがあると思います。特に、事業者への啓発も必要

だということが前の方に出ていますが、その中でぜひ事業者はうちに帰ると生活者

である、区民であるという視点を忘れずに、啓発のプログラム、カリキュラムをつ

くっていきたいなというふうに思います。というようなところで、ぜひ啓発という

ものを強く進めないと減容が進まないだろうなといったようなことじゃないかと思

っております。 

 あと、細かい内容は別にしまして、ざっくりとまとめられた今後の取り組みにつ

いては、細かいところは別にして、私はおおむね賛成できるというふうに考えてお

ります。何分、さっきもらって斜めに読んだだけの中身の理解ですから、また違う

ところもあろうかと思いますが、そういうことだと思います。 

会 長  Ｎ委員。 

Ｎ 委 員  私も同じところでちょっと引っかかったんですが、事業者への働きかけ、３Ｒの

推進、発生抑制というところはそうだなという感じで、その後の文章からいうと、

ちょっと粗末な感じがしたということと、このたたき台の内容は、少し踏み込んで

いる項目があれば、すごくさらっととても簡単にまとめられていて、具体性を余り

感じられない内容があって、バイオマスがいいのか悪いのか、ちょっと私にも判断

できかねるんですが、本当にこれはよく書けているなって共感する部分と、こうい
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うことでいいのかなというところが、大変極端に私には感じられました。こういう

内容でよかったのかなという気がする部分が幾つかあります。細かいところなの

で、まだ今後変わっていくでしょうから今日は触れません。 

 それと、大きい紙なんですが、これは私たち向けにつくっていただいていると思

ってよろしいんですよね。区民に配付するとかそういうことではないですね。でし

たらいいんですが、はっきり言ってちょっとわかりにくく感じました。といいます

のも、ちょっと矢印が多いと思います。矢印が何を指しているのかよくわからない

と申しますか、これを見てわかりやすいだろうなと期待をして見たんですけれど

も、逆にちょっとわかりにくくなっちゃうようなまとめ方で、ちょっと嫌な言い方

なんですけれども、もしこういうものをつくられるんでしたら、遊びの部分を減ら

されてすっきりしたものにまとめていただいた方が一目でわかったんじゃないかな

と思いました。 

 以上です。 

会 長  では、次にＵ委員お願いします。 

Ｕ 委 員  全体に対する感想ですけれども、いろいろなこと、余り系統立てて発言をしてこ

なかった、それをよくここまでまとめてくださったなというふうに一つ思っていま

す。 

 それと、一つ質問ですけれども、３ページの（２）のところの事業者への働きか

けのところですけれども、ちょっと私、自分自身で混乱しているのかなと思います

けれども、これは事業者と事業系ごみというのと、それから発生抑制というのは、

例えばペットボトルに入れて売るというふうなことではなくて、資源をリサイクル

できるようなもので生産をしてもらうというふうなことなのではないかと思ったん

ですけれども、事業系ごみというのが、消費者としての事業者もいるわけですけれ

ども、その辺が少しここでは両方ともごちゃごちゃになっているような、そんな感

じが一つしております。 

 それから、全体的にこれをもとにもう少し肉厚にしていくということでは、この

段階ではとても結構ではないかというふうに思います。 

会 長  ありがとうございました。 

 では、Ｏ委員どうぞ。 

Ｏ 委 員  今のご発言と関連するんですが、ごみの発生量を減らしていくというためには、

一番根っこの商品、あるいは包装、この過程でどれだけごみにならないような設計

配慮をするかということが大変必要になってくると思うんです。今のご指摘のよう
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に、３ページの（１）の事業者への働きかけというのも、実はそういう意味で考え

ると、複数の働きかけがあって、事業者が排出するごみを放置するということもあ

りますが、事業者が提供する商品なりサービスなりに対して、区民が消費者なり生

活者なりという視点に立って、提供される商品のサービスというのは、ごみを出さ

ないように配慮されているかどうかということをウォッチするような、そういう機

会というのは、これから考えていく必要があるんじゃないかと思うんです。 

 その場合、ウォッチする方法というのは、なかなか難しいと思うんですが、私も

かつて事業を事業者側でやっておりましたから、今事業者の方々が大変な努力をし

て、いろいろと工夫をしながらごみを減らそうということを考えておられるのはよ

くわかるんですが、そういう事業者側の実態というのを一般の区民、生活者、消費

者の方々がコミュニケーションをとって、実際にそういうような場にも行くし、意

見も交換するし、そういうような機会を何かの形で考えていく必要があるんじゃな

いか。ウォッチするというと、一方的に監視するような感じがしますが、そういう

ことじゃなくて、コミュニケーションをよくはかってウォッチしていく、そういう

機会を考えたらどうかと思っているんです。 

 ただ、一般の消費者とか生活者の立場でここにばらばらに考えていくと、なかな

か企業というのはちょっと近寄りがたいんです。そんなことを、これからこういう

提言を組織としてやっていく場合には、何らかの形で折り込んでいくということが

必要ではないかと思うわけです。そこの根っこの一番始まりのところを押さえてい

くと。そういう意味で言うとリデュース（排出の抑制）という言葉の中にはリフュ

ーズ（排出要素を持つものの受取り拒否）という意味も入ってくると思うんです

が、余りにごみをたくさん出すような商品やサービスは、場合によっては買わない

と、そのための判断基準というのは、どういう基準をつくって、一般的にわかりや

すい基準にするのかとか、そんなことまで考え出すと発展していくと思うんです。 

 本当に、徹底して今後ここにあるようなごみゼロの社会にするということまで考

えていくとしたら、そこを考えていかないとなかなか難しいんじゃないかと思いま

す。 

 以上です。 

会 長  どうぞ、お願いします。 

副 会 長  今のお２人の意見にものすごく私は賛成です。前から言ってますように、一番下

の、もう一度チェックしていただきたいんですが、事業系ごみが25％というのは、

どう考えても杉並区は少ないと思うんです。事業系ごみというのは、商業業務系、
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商業と事務所系の業務ビル、それと公共施設、学校等いろいろな機関があるわけで

すけれども、私、前にも言いましたけれども、少し主体が見えないと、今お話のよ

うな、どっちかというと商業系の方々と住民の方がどう協力して、消費と販売とい

うところで減らしていくかということですから、そういう意味では、事業系の中身

とか、家庭系の中身をもう少し知りたいと、だれが出しているのかと。 

 この間言いましたように、集合住宅がかなりふえていくと、分別したごみの集積

場所を持っているマンションも随分ふえてきているわけです。そういうところの出

し方と、各戸別に分別ごみを出すところでは違ってくるということもあるので、家

庭系についていえば集合系と戸建、あるいは小規模な集合というふうな、アパート

というような形のご自宅も含むと。事業系が25％というのは、これはかなり基本的

に、もう一度この数字なのかというのは教えていただきたい。私は直感的に、明ら

かに少ないと。店舗併用住宅が家庭系に入っているんだという数値でないとこの数

字は出てこないと思います。基本の数値なので、一つ出していただきたい。 

 それと、プラスチックなんですけれども、これは14市で４分の１ですけれども、

多分容積でいうと９割だと思うんです、不燃ごみの。要は、９割の容積のものを可

燃物、あるいはリサイクルに回そうということですから、これは分別収集するにし

ても、非常に費用面でも大きく影響しますし、集積場所のあり方とかいろいろなこ

とも効いてくると思います。 

 25％の不燃物というのは、１割ぐらいの容積のものにかなり集約されてくるの

で、思った以上に分別がしやすくなるという、その辺の感覚もわかるように、私も

ちょっとこの文章を一度検討してみたいと思いますけれども、一番言いたいのは、

一番下の図が本当なのかどうかというのをもう一度はっきりと教えていただきた

い。どうして25％になったのかということです。 

 それと、今言いましたように、消費者と商業、特に商業系の方との連携というの

は、非常に重要になるので、そこの部分が少し見えるように。例えば、公共施設と

商業系と事務所系と、あとスポーツ施設とかそういうのがあるわけですけれども、

その辺の若干でも概要でも結構ですから、おおよそこんなもんじゃないかというの

があったらと思いました。 

会 長  どうぞ、ほかにご意見がありましたら。 

 Ｋ委員。 

Ｋ 委 員  今回、まとめていただいたものは、非常に今までずっと私たちが申し上げていた

ことについて、適切にまとめていただいていると思うんですけれども、その中で、
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今までからずっと区のご指導をいただいて消費者がやってきたような事業が一、二

点、もちろん意味合いとしては入っているんでしょうけれども、単語の中で見えな

いと。例えば、レジ袋の削減の問題であるとか、それから先ほど出た集団回収の問

題とか、そういうような当然今後についても引き続いてやっていくんだろうという

認識は持っているわけですけれども、この中に単語として出てこないということに

なると、３Ｒの中でというのは、当然考えているよという認識でしょうけれども、

その辺について、今後の４月10日ですか、まとめていただく中には、ぜひとも盛り

込んでいただくような、従来やってきた重要なことについては盛り込むということ

についてのご配慮をお願いしたいと。それだけです。 

会 長  よくわかりました。よろしくお願いします。 

 Ｃ委員。 

Ｃ 委 員  次回は来れるかどうかわかりませんので、少し触れておきたいと思います。 

 まず、一つは２ページなんですけれども、プラスチックの減量ということで、サ

ーマルリサイクルということになってくると、プラスチック何でもかんでも燃やし

てもいいじゃないかという発想にもつながる問題になると思うんです。そういう点

では、再利用、リサイクルということで取り組んでいるんですけれども、これは徹

底した形で国の予算にどう周知しているか、協力願うかということが一番大きな問

題になってくるんじゃないかなというふうになってくると思います。サーマルリサ

イクルという問題との関係であります。 

 それから、もう一つは３番、今後検討すべき課題の中で、不燃ごみゼロに向けて

というのは、これまでの清掃計画が審議されたときに、ゼロという目標が１回なく

なったんです。あのときはゼロ目指してやるんだという形だったんですけれども、

審議会の中でちょっとゼロというのはなくなってきた経過がありまして、改めて不

燃ごみをゼロに向けていくんだということを……、ごみゼロに向けてやるんだとい

うことの中に触れてくるかと思うんです。そういう意味では、今改めてごみをゼロ

にしていくんだということを大きく掲げていて、これから進むんだよというのを目

標を持ったということが言えるかと思います。 

 それから４ページの３の家庭ごみ有料と戸別収集というのがあるんですけれど

も、これまでも事業系のごみが有料化になってから排出量は増えてきているんで

す。これは、これまでの経過の中でも明らかになっています。 

 今日は、資料がないのでできませんけれども、ふえてきているよと。このこと

は、家庭ごみにおいても、同じようなことが金を払えば何でも出してもいいんだと
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いう発想につながっていくよと。そういう点では、人が考えてやるんだから、今の

地球環境、私たちも肌身に感じるような地球環境の問題になってきている中で、改

めてこの問題も提起する必要があるのかなというふうに思っています。 

 それから、３Ｒの活動評価という中でも、この前私はできるだけ数値化してやる

べきだということを提起したんですけれども、なかなか難しいという問題がありま

すけれども、しかし現時点の一番 後のページに絵になってありますけれども、発

生抑制、それから再利用しよう、再生利用というようなことがありますけれども、

この問題もっと具体的に見えるような形で表示してほしいというふうに思います。

ここで出されているのは、区民の皆さんが分別すること、リサイクルだよ、それし

か見えてこないんです。そういう点でのあり方というのをもうちょっと深く検討し

ていただければ、もうちょっといい計画になっているんじゃないかなというふうに

思います。意見としてで結構です。 

会 長  ほかにございますか。 

 Ｍ委員お願いします。 

Ｍ 委 員  皆さんがおっしゃったことと重なってしまうんですが、一番大きな目標の一つに

杉並中継所を不要なものとするというふうになっているんですが、なかなかそれが

具体的にはどうなのかなって、見えない印象を持っています。それで、例えばまと

めの８ページの１番のところの項目とか、９ページの26、27の項目などで、中継所

の問題というのは触れているんですが、今のところなかなか調整中で言えない部分

があるとは思うんですが、例えば区内ではないどこかに資源化施設をつくっていく

のかもしれない。 

 また、資源化施設の所在地によっては、中継施設を経由した方がよいということ

は、中継施設というものが必要になるのかもしれないといようなことが、どうして

もあいまいなまま残っていて、それがこのまま検討内でいつも調整中ですというよ

うなことで、その後で手に届かない形で決まってしまうようなことがないように、

情報を出していただいて、みんなで考えていけるようによろしくお願いしたいと思

います。 

会 長  ありがとうございました。 

 ほかに、まだおありかと思うんですけれども、時間、30分と私申し上げたもので

すから、うそを言うわけにはいきませんので、ここら辺で終わりにしたいというふ

うに思います。大体、有力者からご意見をいただきましたが、お褒めのお言葉をめ

ずらしくいただきまして、課長も一番ほっとしているんじゃないかというふうに思
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います。 

 何か意見があるようですけれども、ちょっと時間が、どうですか。あと、含めて

言われても結構ですので、この件については討論を終わりにしたいと思います。ご

容赦のほどお願いいたします。 

 では、今日いただきましたご意見等を含めて、中間のまとめというのがあります

けれども、今日皆さん方からご意見いただきましたのは、たたき台ということにな

っていますが、今後も中間のまとめのたたき台に当たると思いますけれども、第２

次版をつくられたらというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 では、その他ということで何か事務局ございましたら。今の整理を含めてもいい

ですけれども。 

 Ｋ委員何か。 

Ｋ 委 員  その他のお願いしてよろしいですか。 

 今、皆さんが言われるように、資源化施設というのは非常に大切な問題だと思い

ます。それで、できたらなかなかああいうところは見せていただく機会はないもの

ですから、一度このメンバーで板橋へ行って、実態がどうなっているのか、どのく

らいの面積が必要なのか、どんな問題点があるのか、そんなことを勉強するような

機会を設けていただくわけにはいかないかなというお願いでございます。だめなら

だめでやむを得ないと思います。 

清掃管理課長  民間施設をおかりしてやっているところもございますので、検討させていただき

たいというふうに思います。 

会 長  ご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 では、事務局いいですか。 

環 境 課 長  その他ございませんので、日程のご確認をお願いします。 

会 長  では、日程の確認をお願いいたします。 

 次回は、４月10日、火曜日、午後２時からです。これは、前回ご確認いただきま

したけれども、５月の分を今日決めたいと思います。部屋の確保等の問題もありま

して、事前に調整をとらせていただきましたが、２つこまがございまして、１つは

５月８日の火曜日、午後２時から。それから、もう一こまが５月の９日の水曜日、

午前10時から、これはちょっと２時間しかとれないかと思います。午前中の周りを

２時間、８日の場合は皆さん方のご賛同を得られれば、２時間でも２時間半程度ま

で持ってられるのかなと思います。 

 ご都合の悪い方挙手お願いしたいと思いますが８日ご都合の悪い方。それから、

47 



９日、ご都合が悪い方。 

 ２人の方に大変失礼なんだけれども、８日にそうなると決めさせていただくこと

になると思うんですけれども……、 

Ｐ 委 員  午前中にはならないんですか。 

会 長  部屋の問題がございましてなかなかとれないらしいです。 

 では、次々回は５月８日の火曜日、２時からということにさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 では、これをもちまして第19回の杉並区環境清掃審議会を終わりにさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

48 


